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講
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一
「
人
種
案
」
と
日
使
桐
喝
事
件
一

藤

本

博

生

’

【
要
約
】
　
パ
リ
講
和
会
議
を
控
え
て
、
日
本
と
中
国
の
進
歩
的
知
識
人
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
と
自
ら
の
民
主
主
義
的
運
動
と
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
、
　

こ
れ
を
賛
美
し
た
。
だ
が
、
日
本
の
外
務
省
は
、
中
国
に
対
す
る
帝
国
主
義
的
野
心
を
満
た
す
た
め
、
一
方
で
外
交
部
に
対
す
る
圧
迫
を
続
け
る
と
と
も

に
、
他
方
で
人
種
差
別
撤
廃
に
名
を
借
り
て
欧
米
先
進
帝
国
主
義
列
強
を
牽
制
し
た
。
民
本
主
義
者
は
、
こ
の
よ
う
な
「
人
種
案
」
を
批
判
し
た
け
れ
ど

も
、
国
家
主
義
者
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
「
支
持
」
し
た
。
国
際
聯
盟
規
約
か
ら
人
種
差
別
撤
廃
条
項
が
除
外
さ
れ
た

瞳
呆
の
世
論
に
お
け
・
屡
協
醐
簡
は
影
・
雰
そ
め
、
東
票
ソ
・
圭
嚢
高
ら
か
に
唱
・
ら
れ
・
。
霞
で
は
、
ウ
ー
ル
・
・
主
巽
巴

期
待
か
ら
一
時
は
楽
観
的
な
雰
囲
気
が
人
々
の
心
を
覆
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
　
「
五
大
圏
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
日
本
の
相
変
ら
ぬ
外
交
姿
勢
、
と
く
に
小
幡
　
～

公
使
の
桐
喝
に
、
戦
後
世
界
も
ま
た
権
力
政
治
の
支
配
す
る
場
で
あ
る
．
」
と
が
認
識
さ
れ
た
。
こ
の
認
識
を
通
じ
て
、
中
国
の
進
歩
的
知
識
人
は
共
産
主
　
一

義
へ
よ
り
一
層
接
近
し
発
一
し
て
日
本
と
中
国
筆
の
歩
む
道
，
僧
決
定
的
に
異
に
す
る
…
と
な
。
た
鷲
艦
巻
一
九
七
一
∴

は
　
じ
　
め
　
に

パ
リ
講
和
会
議
は
、
世
界
現
代
史
の
一
大
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
制
と
い
う
名
の
反
革
命
と
後
進
帝
国
主
義
国
へ

の
抑
制
と
は
、
次
の
悲
劇
を
生
む
第
一
歩
と
な
っ
た
。
ア
ー
ノ

・
T
J
・

メ
イ
ヤ
ー
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
講
和
会
議
の
欧
米
知
識
人
摺
に
与
え
た

影
響
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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「
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
新
旧
の
右
翼
が
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
で
国
を
売
り
に
出
し
た
と
政
府
を
非
難
す
る
た
め
に
手
を
結
ん
だ
。
そ
し
て

　
そ
こ
に
、
フ
ァ
シ
ス
ト
や
国
家
主
義
者
の
暴
動
の
素
地
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
ヨ
…
ロ
ヅ
パ
、
ア
メ
リ
カ
を
通
じ
て
、
非
共
産
主
義
左
翼
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
主
義
の
失
敗
に
動
揺
し
、
政
治
か
ら
の
後
退
と
第
三
イ
ン
タ
ー
へ
の
共
感
と
に
引
き
裂
か
れ
て
い
っ
た
。
」

　
本
稿
の
目
的
は
、
世
界
現
代
史
の
｝
環
と
し
て
の
日
中
関
係
史
に
お
い
て
、
パ
リ
講
和
会
議
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
を
考
察
す

る
こ
と
に
あ
る
。

　
ま
ず
基
本
的
な
事
実
と
し
て
、
日
本
が
後
進
帝
国
主
義
国
と
い
う
立
場
に
、
中
国
が
半
植
民
地
国
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
お
さ
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
は
講
和
会
議
に
お
い
て
、
そ
の
帝
国
主
義
の
後
進
性
に
基
い
て
、
　
「
人
種
案
」
を
提
出
し
、
帝
国
主
義
性
に

基
い
て
山
東
及
び
赤
道
以
北
南
洋
諸
島
に
関
す
る
要
求
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
後
者
は
見
易
い
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
者
の
事
実
を

徹
底
し
て
見
通
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
種
差
別
に
反
対
し
た
と
い
う
外
見
上
の
「
事
実
」
は
、
日
本
が
被
抑
圧
者
の
側

に
立
っ
た
と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
太
平
洋
対
岸
諸
国
と
の
間
に
懸
案
と
な
っ
て
い
た
移
民
問
題
と
の
関
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
の
み
こ
れ
を
と
ら
え
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
従
来
の
い
く
つ
か
の
研
究
は
、
す
べ
て
こ
の
陥
穽
に
お
ち
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
従
来
の
「
人
種
案
」
に
関
す
る
研
究
を
全
面
的
に
否
定
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
、

「
人
種
学
」
が
山
東
要
求
と
の
バ
ー
タ
ー
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
本
稿
を
す
す
め
る
上
に
も
大
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
前
提
の

上
に
立
っ
て
、
も
う
一
度
「
人
種
案
」
の
真
の
性
格
と
、
国
際
連
盟
規
約
の
起
草
に
あ
た
っ
て
そ
れ
が
斥
け
ら
れ
た
こ
と
の
影
響
と
を
考
え
直

し
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
中
国
が
半
植
民
地
国
と
し
て
若
手
会
議
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
殊
更
に
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
中
国
の
最
大
の
加
害
者
が
日
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
パ
リ
講
和
会
議
の
影
響
一
五
・
四
運
動
を
考
え
る
際
に
見
忘
れ
ら
れ
が
ち

な
の
で
あ
る
。
五
・
四
運
動
が
反
帝
国
主
義
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
抽
象
的
な
反
帝
国
主
義
な
ど
と
い
う
も
の
は
、

決
し
て
大
き
な
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
つ
中
国
の
人
々
が
反
帝
国
主
義
闘
争
に
共
感
を
も
つ
た
め
に
は
、
や
は
り
、
実
物
教
育
が
必
要
だ
っ
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た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
物
教
育
が
、
遠
い
パ
リ
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
譲
歩
で
あ
る
よ
り
も
、
最
大
の
加
害
老
君
本
の
直
接
的
な
あ

く
な
き
脅
迫
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
応
募
桐
喝
事
件
で
あ
る
。

　
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
も
余
り
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
に
お
い
て
は
、
臼
井
勝
美
民
が
そ
の
著
『
日
本
と
中
国
一
大

正
時
代
一
』
の
中
で
、
　
「
こ
の
小
幡
公
使
の
発
言
は
、
中
国
に
対
す
る
脅
喝
で
あ
る
と
し
て
、
中
国
の
輿
論
を
甚
だ
し
く
刺
激
し
た
ば
か
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
く
、
海
外
に
も
大
き
な
反
響
を
呼
び
起
し
た
。
」
と
し
て
、
事
件
の
概
略
に
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
も
、
陰
法
門
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

論
文
「
帝
国
主
義
の
五
・
四
運
動
に
対
す
る
直
接
的
破
壊
」
に
、
　
「
二
月
二
日
、
臼
本
の
駐
華
公
使
小
幡
酉
吉
が
北
京
政
府
に
警
告
し
て
言
っ

た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
こ
の
種
の
理
不
尽
な
大
侮
辱
に
対
し
、
反
動
政
府
は
黙
っ
て
こ
れ
を
受
け
た
が
、
中
国
人
民
は
二
度
と
（
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
）
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
全
国
の
輿
論
は
大
い
に
憤
激
し
た
。
　
『
青
島
を
と
り
も
ど
せ
』
『
山
東
の
主
権
を
と
り
も
ゼ
せ
』

そ
し
て
『
売
国
賊
を
こ
ら
し
め
よ
』
と
い
ρ
た
合
い
言
葉
が
、
雷
鳴
の
よ
う
に
、
北
京
か
ら
、
上
海
か
ら
、
四
方
八
方
か
ら
湧
き
あ
が
っ
て
き

た
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
以
上
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
二
月
は
じ
め
に
お
こ
っ
た
こ
の
事
件
は
、
引
用
文
か
ら
も
わ
か

る
通
り
、
五
月
四
日
の
事
件
の
ま
さ
し
く
前
ぶ
れ
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
　
「
新
外
交
」
の
は
な
ば
な
し
い
か
け
声
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
世

界
も
ま
た
権
力
外
交
の
場
で
あ
る
こ
と
を
中
国
の
人
々
に
知
ら
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
表
題
に
か
か
げ
た
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
と
く
に
「
人
種
案
」
と
日
青
桐
喝
事
件
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
し

て
そ
れ
ら
の
日
本
、
中
国
、
日
中
関
係
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
明
ら
か
に
し
、
冒
頭
に
引
用
し
た
メ
イ
ヤ
ー
氏
の
措
摘
を
参
照
し
な
が
ら
、
パ
リ

会
議
以
後
の
歴
史
の
動
き
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

①
≧
き
い
寓
曙
9
め
。
ミ
詩
恥
§
亀
b
曲
馬
§
§
ミ
鼠
、
恥
§
§
§
乾
講
”
8
苧

　
、
ミ
↓
§
§
貰
§
ミ
噺
§
ミ
ミ
ム
、
塁
ミ
ミ
ご
嵩
ミ
壽
跨
ミ
“
、
恥
砺
層
㎏
ミ
や
遣
遣
（
ド
㊤
①
『
）

②
一
又
正
雄
「
日
米
移
畏
問
題
と
『
国
民
問
題
』
」
植
田
捷
雄
編
『
神
川
先
生
還
暦

　
記
念
近
代
日
本
外
交
史
の
研
究
』
　
（
有
斐
閣
、
昭
和
三
十
一
年
）
所
収
。
斎
藤
孝

　
「
パ
リ
講
和
会
議
と
日
本
」
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
日
本
外
交
史
研
究
大
正
時

代
瞬
　
（
有
斐
閣
、
昭
和
三
十
三
年
）
所
収
。
池
井
優
「
パ
リ
平
和
会
議
と
人
種
差

洌
撤
廃
問
題
」
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
日
本
外
交
史
研
究
第
【
次
世
界
大
戦
』

（
有
斐
閣
、
昭
和
三
十
八
年
）
所
収
。
な
ど
。
ま
た
、
国
内
世
論
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
岡
義
武
「
国
畏
的
独
立
と
国
家
理
性
」
『
近
代
日
本
思
想
史
講
座
珊
』
（
筑

彫
書
虜
、
昭
和
三
十
六
年
）
所
収
。
臼
井
勝
美
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
膳
ワ
シ
ン
ト
ン
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体
制
と
日
本
の
支
配
層
」
橋
川
文
三
・
松
本
三
之
介
編
『
近
代
日
本
政
治
思
想
史
　
　
　
　
④
　
叙
法
魯
「
帝
国
主
義
対
五
四
運
動
的
直
接
破
壊
－
紀
念
五
四
運
動
三
十
六
周
年
」

　
　
H
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
十
五
年
）
所
収
。
な
ど
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
『
文
史
哲
』
一
九
五
五
年
第
五
期
所
収
。

　
③
同
書
へ
原
書
房
、
昭
和
匹
十
七
年
）
｝
四
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
購
章
　
第
一
次
大
戦
の
終
結
と
日
本
・
中
国

　
一
九
一
八
年
十
一
月
十
一
日
、
休
戦
条
約
の
調
印
に
よ
っ
て
、
四
年
以
上
に
わ
た
る
欧
州
大
戦
に
、
ド
イ
ツ
側
の
敗
北
と
い
う
形
で
終
止
符

が
う
た
れ
た
。
あ
た
か
も
、
日
本
で
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
が
、
中
国
で
は
新
文
化
運
動
が
、
そ
の
社
会
的
結
実
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
た
時
で
あ
っ
た
。
休
戦
の
う
け
と
め
方
は
、
外
見
的
に
は
、
原
敬
が
そ
の
皇
霊
に
「
人
民
左
ま
で
の
感
情
な
き
も
」
と
書
い
た
よ
う
に
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

本
で
は
比
較
的
冷
静
に
、
中
国
で
は
、
　
「
『
国
を
挙
げ
て
狂
え
る
が
如
し
』
と
ま
で
評
さ
れ
た
」
ほ
ど
の
興
奮
の
う
ち
に
、
と
い
う
違
い
は
あ

っ
て
も
、
自
国
の
民
主
主
義
運
動
と
結
び
つ
け
て
こ
れ
を
解
釈
し
、
　
「
新
し
い
時
代
」
の
到
来
を
予
測
す
る
、
と
い
う
点
で
は
両
国
の
知
識
人

と
も
に
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
日
本
に
お
い
て
は
『
中
央
公
論
』
大
正
七
年
十
二
月
号
の
巻
頭
言
「
大
戦
の
終
結
を
祝
す
」
が
、
休
戦
の
意
義
を
、
　
「
正
直
一

図
の
素
人
」
　
「
平
凡
な
る
常
識
」
の
「
戦
争
に
か
け
て
の
玄
人
」
　
「
里
門
の
科
学
」
に
対
す
る
勝
利
に
見
出
し
、
　
「
吾
人
は
我
党
多
年
の
予
想

と
主
張
と
が
、
着
々
眼
前
の
事
実
と
し
て
展
開
し
来
る
こ
と
を
太
だ
得
意
と
す
る
」
と
述
べ
、
中
国
に
お
い
て
は
『
毎
週
評
論
』
（
一
九
一
八
年

十
二
月
二
十
二
日
創
刊
）
が
、
　
「
ド
イ
ツ
の
敗
北
以
来
、
『
公
理
戦
勝
強
権
（
公
理
が
強
権
に
戦
勝
す
る
）
』
と
い
う
言
葉
が
、
ほ
と
ん
ど
人
々
の

口
頭
禅
と
な
っ
た
」
と
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
「
現
在
世
界
の
第
一
の
好
人
（
立
派
な
人
物
）
」
と
呼
ん
で
、
　
『
公
理
を
主
張
し
強
権
に
反
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
』
を
同
誌
発
刊
の
趣
旨
と
す
る
と
宣
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
に
お
い
て
察
元
詰
が
、
　
「
黒
暗
の
強
権
論
の
消
滅
、
光
明
の
互
助
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

発
展
」
、
　
「
陰
謀
派
の
消
滅
、
正
義
派
の
発
展
」
、
　
「
武
断
主
義
の
消
滅
、
平
民
主
義
の
発
展
」
を
演
説
す
る
と
、
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
日

本
で
は
厨
川
白
村
が
、
　
「
光
明
が
暗
黒
を
、
正
義
が
私
慾
を
、
秩
序
が
擾
乱
を
、
自
由
が
専
制
を
」
打
ち
破
っ
た
「
平
和
の
勝
利
」
を
う
た
い

　
　
⑤

あ
げ
た
の
で
あ
る
。
講
和
の
も
つ
階
級
的
側
面
に
も
目
は
向
け
ら
れ
た
。
日
本
で
内
藤
民
治
が
、
　
「
国
際
的
講
和
と
同
時
に
階
級
的
講
郡
」
を
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⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

唱
え
、
福
田
徳
三
が
、
　
「
勝
者
は
誰
か
」
に
よ
っ
て
、
真
の
勝
者
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
で
は
な
く
ド
イ
ツ
革
命
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
、
中
国

で
も
、
杜
猛
泉
（
億
父
、
ガ
ウ
ス
対
数
表
の
訳
者
、
の
ち
著
名
な
生
物
学
老
）
が
、
講
和
会
議
の
主
人
公
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
や
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
く
、
世
界
各
国
の
「
下
層
人
民
」
で
あ
る
と
し
、
李
大
釧
が
、
戦
勝
は
「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
勝
利
」
で
あ
り
、
そ
の
功
績
は
ウ
イ
ル
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ン
よ
り
も
レ
ー
ニ
ン
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
中
両
国
の
当
時
の
進
歩
的
知
識
人
層
の
聞
の
風
潮
は
極
め
て
類
似
し
て
お
り
（
そ
の
際
相
互
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
）
、
そ
こ
か
ら
、
言
忌
秀
の
次
の
よ
う
な
楽
観
論
も
生
ま
れ
得
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
現
在
の
東
洋
各
国
の
当
局
者
は
、
中
国
の
徐
総
統
や
、
日
本
の
内
閣
の
よ
う
に
、
み
な
文
人
出
身
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
東
洋
平
和
の
一
す
じ
の
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
胴
で
あ
り
、
東
洋
各
国
国
民
の
真
の
親
善
の
種
子
で
も
あ
る
の
だ
。
」

　
だ
が
、
具
体
的
に
講
和
会
議
に
何
を
求
め
る
か
、
と
い
う
段
に
な
る
と
、
両
国
の
知
識
人
間
の
拝
殿
は
も
は
や
覆
う
べ
く
も
な
い
。
た
と
え

ば
、
一
九
一
九
年
一
月
十
日
、
北
京
大
学
の
大
学
生
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
『
国
民
雑
誌
』
に
は
、
創
刊
号
に
陳
宝
鍔
の
、
第
二
号
に
黄

日
葵
の
、
そ
れ
ぞ
れ
五
ケ
条
に
わ
た
る
講
祁
意
見
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
○
陳
胃
薬
　
ω
東
亜
及
び
イ
ン
ド
洋
地
域
全
局
の
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
。
②
太
平
洋
両
岸
の
勢
力
均
衝
を
保
持
す
る
こ
と
。
⑧
満
州
鉄
道
を
各
国
の
協
同

　
　
経
営
と
し
、
国
際
上
永
久
に
中
立
と
す
る
こ
と
。
ω
W
青
島
を
還
付
し
、
そ
の
他
の
不
平
等
密
約
を
取
消
す
こ
と
。
⑤
中
國
の
独
立
と
領
土
保
全
、
列
頃
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
商
工
業
の
機
会
均
等
主
義
を
尊
重
し
、
各
国
の
公
共
利
益
を
守
る
こ
と
。

　
○
黄
艮
葵
　
ω
一
九
｝
五
年
の
密
約
（
二
十
一
ケ
条
の
こ
と
）
を
無
条
件
に
取
消
す
こ
と
。
②
特
殊
地
位
を
放
棄
す
る
こ
と
。
③
軍
事
協
約
（
一
九
一
八
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
日
華
軍
事
協
定
）
を
取
消
す
こ
と
。
ω
台
湾
を
還
付
し
、
朝
鮮
を
解
放
す
る
こ
と
。
㈲
東
亜
諸
国
を
民
主
化
す
る
こ
と
。

　
こ
れ
ら
の
意
見
に
見
ら
れ
る
他
力
本
願
主
義
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
日
中
間
の
「
真
の
親
善
」
の
第
一
前
提
が
、
二
十
一
ケ
条
条
約
や
軍

事
協
定
の
廃
棄
に
あ
っ
た
こ
と
、
更
に
は
、
青
島
や
山
東
省
旧
ド
イ
ツ
権
益
の
無
条
件
直
接
還
付
、
そ
し
て
台
湾
の
還
付
、
朝
鮮
の
解
放
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
知
識
人
立
か
ら
は
、
こ
う
い
つ
た
観
点
か
ら
こ
の
問
題
に
論
及
し
徹
底
し
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た
主
張
を
な
す
も
の
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
　
「
世
界
改
造
」
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
唱
え
る
吉
野
作
造
が
、
か
つ
て
二
十
一
ケ
条
を
支
持
し
た
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
態
度
を
維
持
し
、
日
本
の
山
東
要
求
の
正
当
性
を
説
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
時
期
の
日
本
は
、
第
一
次
大
戦
と

い
う
「
天
佑
」
に
よ
る
帝
国
主
義
的
成
長
、
戦
後
世
界
へ
の
不
安
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
の
席
捲
と
い
っ
た
諸
要
因
に
よ
り
、
国
際
協
調
論
と
自

由
貿
易
主
義
論
が
は
な
ば
な
し
く
展
開
さ
れ
た
稀
有
の
時
代
で
あ
り
、
尾
崎
行
雄
の
よ
う
に
、
　
「
今
日
我
帝
国
は
、
偶
然
に
も
正
義
人
道
と
私

利
私
益
と
が
、
全
然
一
致
す
る
立
場
に
居
る
。
…
…
彼
の
国
際
連
盟
、
軍
備
制
限
、
墨
黒
撤
廃
、
海
洋
自
由
、
外
交
公
開
、
門
戸
開
放
、
民
族

自
決
、
植
民
地
処
分
法
の
類
、
凡
そ
今
日
世
人
の
豫
に
立
っ
て
居
る
問
題
は
、
之
を
徹
底
的
に
実
行
す
れ
ば
、
結
局
帝
国
の
利
益
と
為
る
者
が

　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
わ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

多
い
。
」
　
「
門
前
に
軍
港
で
も
造
り
そ
う
な
気
色
を
示
し
つ
二
門
戸
開
放
を
主
張
す
れ
ば
、
対
手
国
が
恐
惰
る
の
も
無
理
は
な
か
ら
う
。
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

う
立
場
か
ら
、
日
本
の
山
東
及
び
南
洋
諸
島
に
対
す
る
要
求
を
否
定
す
る
者
は
い
た
。
だ
が
、
　
「
国
防
上
の
意
味
を
外
に
す
れ
ば
、
余
す
価
値

の
幾
ば
く
も
あ
ら
ぬ
朝
鮮
や
台
湾
の
如
き
早
れ
を
独
立
さ
せ
て
善
い
で
は
な
い
か
、
況
ん
や
戦
時
中
攻
略
し
た
猫
の
額
程
も
な
い
土
地
の
如
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

問
題
に
な
ら
ぬ
。
」
と
説
い
た
『
東
洋
経
済
新
報
』
や
「
青
島
の
如
き
は
支
那
の
要
求
通
り
に
無
条
件
に
之
を
還
附
し
、
先
づ
支
那
を
し
て
我

国
の
誠
意
の
あ
る
所
を
認
め
し
め
、
彼
を
援
け
て
講
和
会
議
に
十
分
に
参
加
せ
し
め
、
会
議
の
席
上
東
洋
民
族
自
治
自
決
の
大
方
針
を
樹
立
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

べ
き
で
あ
る
」
と
説
い
た
鷲
尾
正
五
郎
を
含
め
て
、
彼
ら
の
関
心
の
中
心
は
あ
く
ま
で
も
日
本
と
欧
米
と
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
真
の

日
中
親
善
の
も
つ
意
味
に
思
い
至
っ
た
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
嗣
じ
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
の
社
会
主
義
者
、
無
政
府
主
義
者
に
つ
い

て
も
言
え
る
。
た
し
か
に
彼
ら
は
、
　
「
講
和
会
議
の
下
愚
の
仕
事
は
、
ま
ず
ボ
リ
シ
ェ
ギ
キ
熱
の
伝
幡
を
防
止
し
、
独
露
そ
の
他
に
お
い
て
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

舎
よ
き
政
権
を
確
立
せ
し
め
、
都
合
よ
き
談
判
の
相
手
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
透
徹
し
た
議
論
を
展
開
し
得
た

け
れ
ど
も
、
松
尾
尊
禿
氏
が
朝
鮮
問
題
と
社
会
主
義
老
に
関
し
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
二
般
的
に
い
っ
て
彼
ら
の
関
心
の
焦
点
は
朝
鮮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

や
中
国
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
を
ふ
く
め
た
欧
米
に
あ
っ
た
。
」
の
で
あ
り
、
日
本
帝
国
主
義
と
そ
の
植
民
地
問
題
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
主
張

を
な
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
講
和
会
議
に
際
し
て
中
国
人
民
が
真
に
欲
し
て
い
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
日
本
世
論
の
認
識
の
欠
如
が
、
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以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
外
務
省
の
陰
謀
外
交
－
内
田
・
陸
合
意
成
立
説
の
捏
造
一
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
日
本
の
講
和
準
備
は
、
大
戦
開
始
後
一
年
余
に
し
て
外
務
省
に
設
置
さ
れ
た
日
独
戦
役
講
彌
準
備
委
員
会
（
外
・
陸
・
海
の
三
省
と
法
制
局

か
ら
委
員
を
出
し
、
外
務
次
官
を
委
員
長
と
す
る
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
委
員
長
は
、
設
立
時
の
み
松
井
慶
四
郎
で
あ
り
、
第
二
回
の
会
合

以
降
は
幣
原
喜
重
郎
で
あ
っ
た
。
委
員
会
は
、
一
九
一
六
年
十
二
月
二
十
五
臼
に
第
一
次
の
最
終
報
告
書
を
寺
内
内
閣
の
本
野
一
郎
外
相
に
提

出
し
、
こ
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
、
翌
年
一
月
十
二
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
日
本
の
講
和
に
際
す
る
要
求
　
　
山
東
及
び
赤
道
以
北
南
洋
諸
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
対
す
る
要
求
一
が
正
式
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
年
の
四
月
に
は
ア
メ
リ
カ
の
対
ド
イ
ツ
宣
戦
、
そ
し
て
八
月
に
は

中
国
の
参
戦
と
い
う
新
事
態
が
発
生
し
、
更
に
十
一
月
に
は
ロ
シ
ア
十
月
革
命
、
十
二
月
に
は
ブ
レ
ス
ト
リ
ト
ヴ
ス
ク
条
約
締
結
と
い
う
予
期

せ
ぬ
大
事
件
が
続
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
新
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
幣
原
を
中
心
と
し
て
急
遽
第
二
次
の
委
員
会
活
動
が
始
め
ら
れ
た
。

そ
の
際
問
題
と
な
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
　
「
支
那
対
独
宣
戦
ノ
結
果
山
東
省
二
関
ス
ル
日
支
条
約
ノ
目
的
物
タ
ル
独
逸
ノ
権
利
ハ
消
滅
シ
タ

　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
ト
ノ
支
那
ノ
主
張
」
を
ど
う
反
駁
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
対
ド
イ
ツ
国
交
断
絶
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
条
約
上

の
権
利
と
し
て
ド
イ
ツ
が
保
有
し
て
い
た
も
の
は
す
べ
て
消
滅
し
、
自
動
的
に
本
来
の
所
有
者
た
る
中
国
政
府
に
帰
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当

然
、
そ
の
ド
イ
ツ
の
権
利
を
前
提
と
し
て
締
結
さ
れ
た
二
十
一
ケ
条
条
約
の
う
ち
の
山
東
条
約
（
中
国
は
、
講
和
会
議
で
日
半
間
に
決
定
さ
る

べ
き
該
権
益
の
処
分
方
に
つ
き
、
予
め
承
認
を
与
え
る
と
い
う
も
の
。
日
本
の
山
東
要
求
の
最
大
の
根
拠
。
）
も
無
効
と
な
っ
た
、
と
い
う
国
際

　
　
　
　
㊧

法
上
も
妥
当
な
論
理
が
、
中
国
側
か
ら
主
張
さ
れ
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
最
初
の
あ
ら
わ
れ
は
、
山
東
省
の
民
政
署
問
題
に
際
し
て
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
七
年
九
月
三
十
日
、
寺
内
内
閣
は
、
三
年

間
に
わ
た
る
軍
政
（
臼
本
は
青
島
及
び
山
東
鉄
道
沿
線
地
区
の
ド
イ
ツ
軍
を
降
伏
さ
せ
た
あ
と
、
そ
の
地
に
軍
政
を
し
い
て
い
た
。
）
に
よ
り
尻

心
も
安
定
し
た
の
で
、
こ
れ
を
民
政
に
移
す
と
い
う
計
画
を
発
表
し
た
が
、
軍
事
占
領
と
い
う
非
常
時
暫
行
処
置
を
恒
常
化
さ
せ
よ
う
と
い
う

こ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
侵
略
計
画
に
対
し
、
現
地
住
民
は
こ
の
論
理
を
使
っ
て
猛
烈
な
反
対
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
当
地
の

新
聞
『
大
東
日
報
』
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
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「
夫
レ
日
人
ハ
独
人
の
支
那
二
於
ケ
ル
権
利
ヲ
継
承
ス
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
青
島
ヲ
奪
取
シ
タ
リ
之
レ
我
国
末
タ
独
人
ト
宣
戦
セ
サ
ル
以
前
二
於
テ
ハ
猶
言
フ
ヘ

　
キ
ナ
リ
支
口
宣
戦
後
二
於
テ
ハ
日
人
力
独
人
ノ
権
利
ヲ
継
承
ス
ル
ノ
説
ハ
当
然
消
滅
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
…
…
鳴
呼
日
戸
ノ
野
心
愚
民
ヲ
偏
心
居
二
中
国
ナ

　
シ
」

　
中
国
外
交
部
も
同
じ
立
場
を
と
っ
た
。
こ
の
民
政
署
事
件
が
係
争
中
で
あ
っ
た
一
九
一
七
年
十
二
月
十
四
日
、
外
交
部
は
、
か
つ
て
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
採
掘
権
を
も
っ
て
い
た
坊
門
畷
の
上
層
炭
採
取
を
、
日
本
政
府
が
日
本
人
に
う
け
お
わ
せ
た
こ
と
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
抗
議
文
を
送
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
按
ス
ル
ニ
独
逸
人
ノ
従
前
山
東
二
軍
ケ
ル
権
利
隠
妻
タ
解
決
ヲ
経
サ
ル
以
前
ニ
ハ
原
ヨ
リ
勝
手
二
継
続
シ
テ
事
業
ヲ
行
フ
能
ハ
ス
況
や
現
在
我
国
ハ
已
二

　
独
逸
人
二
対
シ
テ
戦
争
ノ
地
位
二
立
チ
凡
ソ
従
前
ノ
膠
襖
条
約
及
鉄
道
鉱
業
章
程
ハ
概
シ
テ
無
効
二
帰
セ
ル
オ
ヤ
」

　
結
局
、
民
政
署
は
、
中
国
人
民
の
強
い
反
対
運
動
に
よ
り
、
設
置
四
か
月
に
し
て
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
日
本
側
は
、
山

東
二
鉄
道
・
満
蒙
四
鉄
道
借
款
予
備
契
約
な
ら
び
に
「
欣
然
同
意
」
条
項
と
い
う
高
価
な
代
償
を
ひ
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。
坊
子
鑛
問
題
は
未

解
決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
照
ら
し
て
、
講
和
会
議
の
席
上
中
国
側
が
二
十
一
ケ
条
条
約
の
無
効
を
訴
え
、
山
東
省
旧
ド
イ
ツ
権
益
の
直
接
無
条
件

還
付
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
外
務
省
に
は
明
ら
か
に
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
日
本
側
は
、
徐
世
昌
大
総
統
に
何
ら
か
の
圧
力
を
加
え
、
病
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
p
実
に
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
陸
重
曹
全
権
を
、
パ
リ
へ
の
途
次
、
東
京
に
立
ち
寄
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
陸
の
病
気
（
リ
ウ
マ
チ
）
は

案
の
定
悪
化
し
、
一
九
一
八
年
十
二
月
六
日
、
陸
は
横
浜
に
着
い
た
も
の
の
予
定
さ
れ
て
い
た
上
京
参
内
も
で
き
な
い
有
様
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
こ
れ
に
対
し
、
章
宗
祥
駐
日
公
使
が
「
立
腹
」
し
、
辞
意
を
漏
ら
す
と
い
う
事
態
が
お
こ
っ
た
た
め
、
陸
は
や
む
な
く
上
京
し
、
十
二
月

九
貝
、
外
務
省
に
お
い
て
内
田
康
哉
外
相
と
の
間
に
二
時
間
程
の
会
談
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
会
談
の
内
容
は
、
内
田
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

　
ω
　
日
本
側
の
膠
州
湾
間
接
条
件
つ
き
還
付
方
針
説
明
に
対
し
、
陸
は
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
。

77 （909）



　
②
　
中
国
側
の
講
和
条
件
提
出
に
際
し
て
は
、
日
本
側
全
権
と
の
間
に
予
め
相
談
を
と
げ
て
お
く
よ
う
と
い
う
内
田
の
要
望
を
、
陸
は
す
す

　
　
ん
で
容
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
。
だ
が
、
こ
の
会
談
の
斡
旋
役
を
つ
と
め
た
西
原
亀
三
（
本
人
は
同
席
し
て
い
な
か
っ
た
。
）
の
証
言
に
よ
れ
ば
、

真
相
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
中
国
側
は
、
内
田
の
表
明
し
た
芸
州
湾
還
付
の
方
法
と
条
件
に
つ
き
頗
る
不
満
で
あ
り
、
章
公
使
は
、

「
外
相
と
の
話
が
這
ん
な
訳
で
あ
る
以
上
、
日
支
間
の
問
題
が
講
和
会
議
に
於
て
、
到
底
満
足
に
解
決
せ
ら
る
べ
し
と
も
思
へ
ぬ
」
と
い
う
こ

と
を
、
西
原
ば
か
り
で
な
く
、
原
敬
首
相
や
田
中
陸
相
に
ま
で
語
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
、
西
原
の
政
治
的
立
場
（
親
寺
内
、
反
原
、
反
外
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

省
）
を
わ
り
び
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
臼
井
勝
美
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
コ
方

的
な
条
約
を
廃
棄
し
、
関
税
を
改
め
、
法
権
を
回
復
し
、
そ
の
固
有
の
自
由
を
回
復
」
す
る
こ
と
が
中
国
の
願
い
で
あ
る
と
諾
い
き
る
陸
徴
祥

が
、
内
田
の
言
う
よ
う
な
同
意
を
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
実
際
、
陸
は
、
十
二
月
初
旬
、
東
京
へ
来
る
旅
中
の
奉
天
で
、
治
外
法
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

撤
廃
や
関
税
改
訂
と
と
も
に
、
山
東
省
の
鉄
道
権
や
青
島
の
還
付
を
講
和
会
議
で
要
求
す
る
意
図
を
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
同
じ

く
全
権
団
の
一
員
で
新
任
の
駐
ベ
ル
ギ
ー
公
使
魏
震
組
が
、
十
二
月
十
七
B
、
パ
リ
へ
の
途
中
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
⑬

い
う
こ
と
は
、
現
地
の
太
田
総
領
事
か
ら
の
報
告
で
、
外
務
省
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
。

　
　
「
我
国
二
於
テ
ハ
旅
順
大
連
ヲ
モ
我
国
二
車
窓
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
ノ
意
向
存
ス
ル
位
ニ
テ
青
島
還
附
二
至
テ
国
運
頭
疑
義
ノ
余
地
ヲ
認
メ
ス
」
　
（
中
国
側

　
の
い
う
「
還
付
」
が
、
直
接
無
条
件
の
そ
れ
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
）

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
側
の
策
動
は
み
ご
と
に
失
敗
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
内
田
外
相
は
前
述
の
よ
う
な
「
合
意
成
立
」
を
公
表
し
た
の
で

あ
る
。
半
植
民
地
中
国
の
人
々
の
切
実
な
願
い
を
顧
み
る
目
を
も
た
な
か
っ
た
日
本
人
は
、
容
易
に
こ
の
欺
購
に
の
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
講

和
会
議
の
席
上
、
中
国
側
全
権
が
日
本
の
山
東
要
求
に
真
っ
向
か
ら
群
居
し
た
時
、
日
本
の
世
論
は
、
こ
ぞ
っ
て
こ
の
中
国
側
の
「
背
信
」
を

　
　
　
　
　
　
　
⑭

非
難
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
内
田
外
相
の
狡
智
は
現
代
の
多
く
の
日
本
の
外
交
史
家
の
目
を
も
歎
き
、
　
「
パ
リ
会
議
が
実
際
に
開
催
さ
れ
る
ま
で
、
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⑯

日
本
は
中
国
側
が
反
対
す
る
と
は
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
」

と
い
う
よ
う
な
見
解
を
可
能
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

パリ講和会議と日本・中国（藤本）

①
　
原
野
一
郎
編
『
原
敬
日
記
』
大
正
七
年
・
十
一
月
十
ゴ
一
日
の
頃
。

②
　
小
野
信
爾
「
五
・
四
運
動
と
民
族
革
命
運
動
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
2
5
』
（
岩

　
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
所
収
、
三
四
九
頁
。

③
　
中
共
中
央
馬
克
思
恩
格
歪
曲
半
影
大
林
著
作
平
田
局
研
究
室
編
『
五
四
時
期
期

　
刊
鼠
壁
第
一
集
』
（
北
京
人
民
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）
三
九
一
頁
。

④
　
薬
元
培
「
黒
暗
与
光
明
的
消
長
」
『
薬
元
培
全
集
』
（
王
家
出
版
社
、
一
九
六
八

　
年
台
南
）
所
収
。
一
九
一
八
年
十
一
月
十
五
日
の
講
演

⑤
厨
川
白
村
「
平
和
の
勝
利
」
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
大
正
七
年
十
二
月
八
日
よ
り

　
十
四
日
に
か
け
て
連
載
。
（
但
し
、
前
半
は
朝
刊
、
後
半
は
夕
刊
に
）

⑥
内
藤
民
治
「
全
局
よ
り
観
た
る
講
和
問
題
の
本
末
」
『
中
外
』
大
正
七
年
十
二

　
月
号
。

⑦
福
田
徳
三
「
勝
者
は
誰
か
」
『
中
央
公
論
』
大
正
七
年
十
二
月
号
。

⑧
　
倫
父
「
大
戦
終
結
後
国
人
之
覚
悟
如
何
」
『
東
方
雑
誌
』
一
九
一
九
年
一
月
号
。

⑨
　
李
大
劃
「
切
。
一
碧
。
5
。
。
目
的
勝
利
」
『
新
青
年
』
｝
九
一
八
年
十
月
十
五
日
丹
。

　
邦
訳
は
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
中
国
部
会
編
『
中
国
共
産
党
史
資
料
集
一
」
（
動

　
草
書
房
、
昭
和
四
十
五
年
）

⑩
　
　
『
独
秀
文
存
』
　
（
遠
東
図
書
公
司
、
一
九
六
五
年
九
龍
）
下
巻
、
五
八
七
－
八

　
頁
。
但
し
、
一
九
一
入
漁
十
二
月
二
十
九
日
号
の
『
毎
週
評
論
』
に
載
せ
ら
れ
た

　
論
文
「
欧
戦
後
東
洋
篤
族
之
覚
落
及
要
求
」
よ
り
。

⑪
　
陳
宝
探
「
列
強
新
旧
均
勢
之
過
渡
与
遠
東
和
乎
」
　
『
国
民
雑
誌
駈
一
九
　
九
年

　
｝
月
十
日
号
。

⑫
　
二
日
葵
「
亜
東
永
久
和
平
之
基
礎
」
　
『
国
民
雑
誌
』
一
九
一
九
年
二
月
十
日
号

⑬
野
原
四
郎
へ
『
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
思
想
』
（
弘
文
堂
、
昭
和
四
十
一
年
）
、
松
尾
尊

　
公
ル
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
研
究
』
（
青
木
書
店
、
　
一
九
六
六
年
）
が
こ
の
問
題
に

　
触
れ
て
い
る
が
、
講
和
会
議
で
日
本
の
山
東
要
求
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る

　
吉
野
の
基
本
的
態
度
は
、
　
「
山
東
問
題
が
略
ぽ
満
足
な
る
解
決
を
見
る
に
至
っ
た

　
事
は
、
吾
人
の
多
数
田
無
と
同
慶
と
す
る
所
で
あ
る
。
」
と
い
う
に
あ
っ
た
。
「
山

　
東
問
題
」
　
『
黎
明
講
演
集
第
五
輯
』
　
（
大
鐙
閣
、
大
正
八
年
）
、
「
山
東
問
題
解
決

　
の
世
界
的
背
景
」
　
『
中
央
公
論
』
大
正
八
年
六
月
号
。

⑭
　
尾
崎
行
雄
「
帝
国
の
主
張
0
」
　
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
八
年
四
月
八
日
。

⑮
　
同
前
口
、
四
月
九
日
。

⑯
　
浅
田
江
村
「
国
際
連
盟
」
、
神
戸
正
雄
「
戦
後
世
界
の
整
理
と
永
久
の
平
和
」

　
と
も
に
『
太
陽
』
大
正
八
年
一
月
号
、
芦
田
海
市
「
世
界
的
交
通
の
自
由
」
　
『
大

　
阪
朝
日
新
聞
』
大
正
七
年
十
月
二
十
九
日
な
ど

⑰
　
『
東
洋
経
済
新
報
隔
大
正
七
年
十
月
二
十
五
日
号
社
説
「
我
国
の
平
和
条
件
」

⑱
　
鷲
尾
正
五
郎
「
戦
後
世
界
も
亦
依
然
と
し
て
国
際
競
争
の
舞
台
」
『
中
央
公
論
』

　
大
正
八
年
一
月
号
。
な
お
、
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
井
上
清
「
日
本
帝
国
主
義

　
批
判
論
」
井
上
清
・
渡
部
徹
編
『
大
正
期
の
急
進
的
自
由
主
義
』
　
（
東
洋
経
済
漸

　
報
社
、
昭
和
四
十
七
年
）
所
収
、
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

⑲
『
東
洋
経
済
新
報
』
の
「
朝
鮮
・
台
湾
放
棄
」
論
の
前
提
は
、
「
多
く
の
民
族

　
と
広
き
領
土
を
包
擁
す
る
少
数
の
強
国
」
に
対
抗
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
提
携
し
て

　
「
民
族
主
義
の
承
認
と
、
畏
族
の
経
済
上
の
運
動
の
自
由
と
を
、
極
力
主
張
し
支

　
持
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
鷲
尾
正
五
郎
の
場
合
も
、
　
「
英
米
の
実
業
家
は
戦
後

　
東
洋
に
於
て
利
権
擁
護
及
び
獲
得
の
方
針
を
以
っ
て
進
み
来
る
」
と
い
う
必
至
の

　
大
勢
に
対
抗
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
中
国
の
畏
族
主
義
運
動
に
着
貸
し
た
の

　
で
あ
る
。

⑳
　
川
口
武
彦
編
『
堺
利
彦
全
集
第
五
巻
』
　
（
法
律
文
化
社
、
｝
九
七
一
年
）
四
九

　
八
頁
。
　
『
新
社
会
』
大
正
七
年
十
二
月
号
の
「
薬
が
き
き
過
ぎ
た
1
世
界
戦
争
の

　
成
行
き
と
講
和
会
議
の
性
質
－
」
よ
り
。

⑳
松
尾
尊
免
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
鵡
（
岩
波
書
店
、
｝
九
七
四
年
と
三
｝
1
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；
員
。

⑫
　
日
独
戦
役
講
和
準
備
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
宇
治
田
直
義
編
『
幣
原
喜
重
郎
』

　
（
幣
原
平
和
財
団
、
昭
和
二
十
七
年
）
　
＝
二
〇
1
三
八
頁
参
照
。

㊥
　
外
軸
粉
省
編
蝿
日
本
外
交
文
霧
【
大
正
期
年
第
　
二
鳳
聞
』
　
（
外
務
省
一
、
昭
W
和
四
阿
十
ご
一
彗

　
山
ハ
｛
ハ
七
文
書
。

⑳
　
外
務
省
講
和
準
備
委
員
会
『
大
正
七
年
十
月
調
、
籠
叩
二
十
三
、
講
和
二
関
係
ア

　
ル
支
那
問
題
二
関
ス
ル
諸
文
書
』
（
外
交
資
料
館
蔵
）
の
第
八
項
目
の
表
題
。
そ

　
の
第
八
番
目
に
「
山
東
省
二
三
ケ
ル
独
逸
権
利
ハ
消
減
セ
リ
ト
ノ
支
那
側
生
張
二

　
対
ス
ル
研
究
」
と
い
う
簡
条
が
あ
り
、
そ
の
研
究
の
結
果
は
、
　
「
当
方
ヨ
リ
除
リ

　
進
テ
論
議
ヲ
試
ミ
サ
ル
方
得
策
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
泉
哲
「
由
黒
甜
問
題
に
関
す
る
日
支
主
張
の
当
否
」
　
『
外
交
時
報
』
大
正
八
年
六

　
月
一
日
号
、
参
照
。

⑳
『
日
本
外
交
文
書
大
正
七
年
第
三
冊
』
（
昭
和
四
十
四
年
）
【
文
書
附
記
二
。

⑳
　
註
⑳
の
文
書
、
第
六
項
の
一
。

⑱
陸
徴
祥
自
身
、
　
九
一
八
年
十
一
月
二
十
五
日
、
林
権
助
駐
華
公
使
の
「
問
糺
」

　
に
対
し
、
「
今
圓
渡
欧
ノ
途
次
東
京
鵡
立
寄
リ
貴
国
当
局
者
ト
モ
篤
ト
打
合
ヲ
遂

　
ケ
タ
キ
所
存
」
と
言
っ
た
と
い
う
（
『
日
本
外
交
文
書
大
正
七
年
第
三
冊
』
五
一
七

　
文
書
、
林
公
使
よ
り
の
報
告
）
が
、
そ
れ
以
後
、
陸
の
来
目
が
正
式
の
ル
ー
ト
で

　
交
渉
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
従
っ
て
、
こ
の
と
き
の
陸
の
発
言
は
単
な
る
「
あ
い

　
さ
つ
」
程
度
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
な
お
、
陸
の
来
日
前
後
の
描
写
は
、
　
『
日
本
外
交
文
書
大
正
八
年
第
三
冊
上
臨

　
（
㎜
陥
和
四
十
｛
ハ
年
）
七
四
【
文
書
、
　
『
甫
公
尽
R
【
q
H
新
聞
』
⊥
入
｝
止
七
年
十
　
一
月
五
日
、

　
七
日
、
九
日
目
記
事
、
聾
振
黄
『
青
島
潮
』
（
上
海
泰
東
図
書
局
、
一
九
一
九
年
）

　
二
七
頁
（
た
だ
し
、
中
国
科
学
院
歴
史
研
究
所
第
三
所
近
代
史
資
料
編
韓
組
編

　
『
五
四
愛
国
運
動
資
料
』
　
（
科
学
出
版
社
、
一
九
五
九
年
北
京
）
所
収
の
も
の
）

　
な
ど
を
参
照
し
た
。

㊥
　
『
日
本
外
交
文
書
大
正
七
年
第
三
冊
』
五
二
九
文
書
。
小
林
龍
央
編
『
翠
雨
荘

　
目
記
』
（
原
書
虜
、
昭
和
四
十
一
年
）
三
四
八
i
九
頁
。

⑳
西
原
亀
三
「
巴
里
会
議
に
於
け
る
蔵
支
離
隔
の
経
緯
」
『
東
洋
経
済
新
報
』
大

　
正
十
年
八
月
十
三
罠
号
。
北
村
敬
直
編
『
夢
の
七
十
余
年
一
西
原
亀
三
自
伝
』
（
平

　
、
凡
社
東
洋
文
庫
、
昭
和
匹
十
年
）
二
一
八
ー
至
愚
一
頁
。

⑳
臼
井
勝
美
『
日
本
と
中
国
』
（
原
書
房
、
昭
和
四
＋
七
年
）
一
四
一
頁
。

⑳
　
目
げ
。
ヨ
霧
下
山
二
丁
a
い
㊤
閏
葭
σ
Q
鯖
⑦
層
G
ミ
彗
§
ミ
き
馬
§
憧
ミ
§
、
（
o
。
3
亭

　
h
o
a
℃
お
ω
↓
）
℃
や
嵩
◎
。
I
O
■

⑳
　
　
『
逆
子
外
交
文
書
大
正
七
年
第
三
冊
可
罰
一
一
～
三
文
書
。
な
お
、
外
交
部
で
は
、

　
こ
の
「
合
意
成
立
」
説
を
当
然
否
定
し
て
い
る
。
（
『
国
本
外
交
文
書
大
正
八
年
第

　
三
冊
上
』
七
〇
文
書
）

⑭
　
た
と
え
ば
『
東
京
日
日
新
聞
臨
大
正
八
年
二
月
九
日
社
説
「
日
支
聞
の
遺
憾
事
」

　
は
、
　
「
原
内
閣
成
立
以
来
、
一
意
平
和
的
対
支
方
針
の
樹
立
に
努
力
し
来
り
し
我

　
国
と
し
て
は
、
支
那
側
の
斯
く
の
如
き
背
信
に
対
し
不
満
の
念
無
き
能
は
ざ
る
な

　
り
。
」
と
書
き
、
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
工
肩
十
七
日
社
説
「
悟
ら
ざ
る
支
那
大
に
反

　
省
を
要
す
」
は
、
　
「
講
和
会
議
で
の
支
那
委
員
の
言
動
」
に
対
し
、
　
「
今
日
の
日

　
本
を
排
斥
し
、
向
ふ
に
廻
し
て
支
那
は
何
れ
に
立
つ
瀬
を
求
め
ん
と
す
る
か
」
と

　
書
い
て
い
る
。

⑳
　
池
井
優
「
山
東
間
題
、
五
四
運
動
を
め
ぐ
る
日
中
関
係
」
　
『
慶
応
義
塾
大
学
法

　
学
研
究
』
昭
和
四
十
五
年
一
月
号
。
そ
の
他
、
宇
治
田
直
義
『
幣
原
醤
重
郎
』
（
前

　
掲
）
、
同
『
小
幡
酉
吉
』
（
小
幡
酉
吉
伝
記
刊
行
会
、
昭
和
三
十
三
年
）
、
斎
藤
孝

　
「
パ
リ
講
和
会
議
と
日
本
」
Ω
罰
掲
）
、
β
井
勝
美
『
日
本
と
中
国
』
（
前
掲
）
、
信

　
夫
清
三
郎
編
『
日
本
外
交
史
H
。
。
器
1
ち
鳶
』
　
（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
四
十
九
年
）

　
な
ど
、
す
べ
て
こ
の
内
田
－
陸
会
談
に
よ
っ
て
日
本
に
都
合
の
よ
い
合
意
が
成
立

　
し
た
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

　
　
な
お
、
大
戦
中
を
通
じ
て
躍
本
館
が
山
東
要
求
貫
徹
の
た
め
に
周
到
な
準
備
を

　
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
成
功
に
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
も
っ
て
い
た
の
は
事
実

　
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
中
国
側
か
ら
の
反
論
を
予
期
し
て
い
た
こ
と
と
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は
、
決
し
て
相
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

第
二
章
　
「
人
種
案
」
と
そ
の
意
義

パリ講和会議と日本・中国（藤本）

　
「
人
種
案
」
と
は
、
講
和
会
議
に
お
け
る
国
際
連
盟
規
約
起
草
に
際
し
、
日
本
全
権
が
、
　
「
各
国
民
均
等
（
夢
①
①
ρ
β
巴
詳
同
。
臨
奏
謡
8
ω
）
ノ
主

義
」
を
挿
入
す
る
よ
う
主
張
し
、
イ
ギ
リ
ス
連
邦
諸
国
、
と
く
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
強
い
反
対
を
受
け
て
、
結
局
、
山
東
要
求
と
ひ
き
か
え

に
引
込
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
呼
称
か
ら
し
て
、
い
か
に
も
日
本
が
人
種
差
別
の
撤
廃
に
努
力
を
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
ま
た
実
際
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

当
時
そ
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
期
待
を
も
っ
た
人
々
も
い
た
の
で
あ
る
が
、
内
実
が
決
し
て
そ
う
で
な
い
こ
と
は
以
下
の
記
述
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
最
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
案
の
提
出
老
の
意
図
と
そ
の
受
け
と
め
ら
れ
方
の
違
い
が
甚
だ
し
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
受
け
と
め
ら
れ
方
も
、
国
内
と
国
外
で
異
な
り
、
国
内
で
も
政
治
的
立
場
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
提
出
者
の
意
図
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
講
和
対
策
を
実
質
的
に
決
定
し
た
の
は
外
務
次
官
幣
原
喜
重
郎
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
外
交
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
優
秀
な
」
外
務
官
僚
勢
の
成
長
と
、
原
敬
の
彼
ら
へ
の
庇
護
と
に
よ
っ
て
、
外
務
省
一
元
化
の
方
向
を
着
実
に
た
ど
っ
て
い
た
。
井
上
清
氏

　
　
　
　
　
④

が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
外
交
調
査
会
も
「
軍
部
を
困
惑
さ
せ
あ
る
て
い
ど
後
退
さ
せ
」
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
副
主
席
全
権
と
し

て
渡
仏
す
る
直
前
の
牧
野
伸
顕
が
、
外
交
調
査
会
の
席
上
、
次
の
よ
う
な
「
外
交
意
見
」
を
披
露
し
た
の
は
そ
の
好
箇
の
例
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
例
ヘ
ハ
日
支
．
親
善
ノ
事
ニ
シ
テ
モ
陽
ニ
ハ
之
ヲ
唱
道
ス
ル
モ
其
裏
面
ノ
実
際
二
塁
ス
レ
ハ
我
帝
国
ノ
外
交
一
一
ハ
「
霞
ケ
関
外
交
」
「
私
人
ノ
外
交
」
「
軍
人

　
ノ
外
交
」
ト
三
方
鼎
立
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
コ
ト
ハ
外
国
大
使
公
使
等
ノ
蟹
々
批
評
シ
ツ
ツ
ア
ル
班
ナ
リ
…
…
今
後
ハ
努
メ
テ
威
圧
権
謀
ノ
手
段
ヲ
撲
斥
シ
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
道
ヲ
踏
ミ
弱
国
ヲ
助
ク
ル
ヲ
以
テ
主
義
ト
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」

　
そ
し
て
そ
の
外
交
調
査
会
を
も
、
幣
原
は
幹
事
と
し
て
、
背
後
か
ら
牛
耳
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
外
野
の
「
外
交
通
」
伊
東
已
代
治
と
の
関
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係
を
、
彼
は
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

　
　
「
委
員
の
一
人
、
伊
東
已
代
治
癒
は
、
と
て
も
勉
強
家
で
、
調
査
会
の
開
か
れ
る
前
の
晩
に
は
、
き
ま
っ
て
自
宅
に
私
を
呼
び
つ
け
、
外
交
の
経
過
実
相
を

　
聴
き
だ
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
晩
の
う
ち
に
、
自
分
の
議
論
を
纒
め
あ
げ
、
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
を
ノ
ー
ト
し
て
来
て
、
酒
々
と
議
論
す
る
。
だ
か
ら
彼

　
の
い
う
こ
と
は
、
理
路
整
然
と
し
て
い
る
の
で
、
他
の
連
中
は
歯
が
立
な
い
。
し
か
し
そ
の
材
料
の
出
所
は
、
み
な
私
か
ら
出
て
い
る
。
私
は
苦
笑
を
禁
じ

　
　
　
　
　
⑥

　
得
な
か
っ
た
。
」

　
「
人
種
案
」
は
、
こ
の
幣
原
が
国
際
連
盟
に
対
し
て
懐
い
た
と
い
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
感
想
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
。

　
　
「
こ
の
や
う
な
大
円
卓
会
議
が
出
来
て
、
各
国
代
表
が
い
な
ら
ぶ
中
に
幣
原
ご
と
き
が
妙
な
顔
を
し
て
下
手
な
言
葉
で
議
論
で
も
や
っ
た
ら
損
を
す
る
に
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
っ
て
い
る
。
利
害
関
係
国
相
互
の
直
接
交
捗
に
よ
ら
ず
、
こ
ん
な
円
卓
会
議
で
我
が
運
命
を
決
せ
ら
れ
る
の
は
迷
惑
至
極
だ
」

　
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
　
「
利
害
関
係
毛
根
互
の
直
接
交
渉
」
と
い
う
言
葉
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
日
本
の
最
大
の
利
害
関
係

国
が
中
国
で
あ
り
、
山
東
問
題
と
い
う
重
大
な
利
害
問
題
が
眼
前
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
更
に
、
二
十
一
ケ
条
以
来
、
ア
メ
リ

カ
が
不
承
認
主
義
に
よ
っ
て
日
本
の
中
国
進
出
を
牽
制
し
、
中
国
も
ま
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
大
き
な
信
頼
を
よ
せ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
　
「
妙
な
顔
を
し
て
下
手
な
言
葉
で
議
論
」
す
る
軍
手
国
は
、
ア
メ
リ
カ
を
仮
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
中
間
の
問
題
を
、
力
を
背
景
と
し
て
甘
み
得
る
直
接
交
渉
に
よ
ら
ず
、
国
際
連
盟
に
ま
で
持
ち
幽
さ
れ
て
、
ア

メ
リ
カ
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
は
困
る
、
と
い
う
の
が
幣
原
の
本
意
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
戦
後
、
欧
米
列
強
が
再

び
中
国
帯
場
へ
乗
り
出
し
て
き
た
時
、
い
か
に
こ
れ
に
対
抗
す
る
か
、
と
い
う
当
時
の
一
般
の
危
機
意
識
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
講
和
準
備
委
員
会
は
、
そ
の
第
二
次
の
活
動
の
成
果
と
し
て
「
ウ
ヰ
ル
ソ
ン
十
四
箇
条
二
対
ス
ル
意
見
案
」
を
ま
と
め
あ
げ
た
が
、
そ
の
第

七
項
目
に
お
い
て
、
　
「
国
際
間
二
於
ケ
ル
人
種
的
偏
兇
ノ
昏
昏
タ
全
然
除
去
セ
ラ
レ
サ
ル
現
状
二
顧
ミ
」
国
際
連
盟
は
、
　
「
事
実
上
帝
国
ノ
為

事
重
大
ナ
ル
不
利
ヲ
醸
ス
ノ
虞
ナ
キ
能
ハ
ス
」
と
書
い
て
、
「
本
件
（
国
際
連
盟
－
…
引
用
者
）
具
体
的
成
案
ノ
議
定
ハ
成
ル
ヘ
ク
之
ヲ
延
期
セ

シ
ム
ル
」
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
や
む
を
得
ず
連
盟
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
　
「
人
種
的
偏
見
ヨ
リ
生
ス
ル

82　（914＞
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コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
帝
国
ノ
不
利
ヲ
除
去
セ
ン
カ
為
事
情
ノ
許
ス
限
り
適
当
ナ
ル
保
障
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
ニ
努
ム
ヘ
シ
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
し
て
こ
の
「
意
見
案
」
の
こ
の
部
分
は
、
何
ら
の
訂
正
も
加
え
ら
れ
ず
に
「
帝
国
政
府
意
見
」
と
し
て
認
め
ら
れ
、
日
本
全
権
が
提
出
し
た

「
人
種
案
」
の
唯
一
の
正
式
な
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
提
出
老
側
の
意
図
と
し
て
は
、
　
「
人
種
案
」
は
文
字
通
り
の
人
種
差
別

撤
廃
要
求
で
も
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
移
民
問
題
対
策
で
も
な
く
、
戦
後
の
対
中
国
侵
略
競
争
に
備
え
て
の
、
焦
眉
の
問
題
と
し
て
は
山
東

要
求
貫
徹
の
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
布
石
な
の
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
山
東
要
求
と
の
バ
ー
タ
ー
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
使
命
の
一
端
を
果
た

し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
、
受
け
と
め
ら
れ
方
で
あ
る
が
、
国
外
に
お
い
て
最
も
大
き
な
反
響
を
示
し
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
前

書
に
お
い
て
は
、
白
濠
主
義
に
対
す
る
挑
戦
と
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
シ
ド
ニ
～
総
領
事
清
水
精
三
郎
は
、
一
九
一
九
年
二
月
二
日
、
後
述
す

る
日
本
国
内
の
人
種
差
別
撤
廃
運
動
が
、
　
「
痛
切
二
当
地
人
心
ヲ
刺
激
」
し
た
こ
と
を
報
告
し
、
要
す
る
に
日
本
人
が
世
界
で
対
等
の
待
遇
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
け
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
一
般
ノ
人
種
序
題
ト
シ
テ
提
議
ス
ル
ヲ
避
ケ
」
る
よ
う
に
と
内
田
外
相
に
具
申
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
長
年
の
懸
案
と
な
っ
て
い
た
忍
言
問
題
対
策
と
う
け
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
従
来
の
研
究
（
「
は
じ
め
に
」

の
註
②
参
照
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
世
論
の
受
け
と
め
方
に
対
し
て
、
当
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

駐
米
大
使
石
井
菊
次
郎
が
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
反
駁
を
加
え
、
こ
れ
を
公
表
し
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
　
「
入
国
居
住
ノ
自
由
ヲ
保
障
セ
ル
現
行
日
米
条
約
文
二
拘
ラ
ズ
自
発
的
二
移
民
制
限
ヲ
誠
実
二
実
行
ス
ル
帝
国
政
府
が
連
盟
二
人
種
差
別
撤
廃
ノ
一
箇
条
ヲ

　
設
ケ
タ
レ
バ
ト
テ
之
ヲ
楯
二
直
二
移
民
問
題
ノ
解
決
ヲ
迫
ル
ヘ
シ
ト
恐
ル
ル
モ
ノ
ハ
臼
本
ヲ
解
セ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

　
在
外
邦
人
や
国
内
の
移
民
関
係
老
の
間
で
も
、
移
民
問
題
と
の
関
連
で
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
国
内
全

体
を
見
渡
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
ま
ず
、
こ
の
問
題
に
最
も
早
く
か
ら
力
を
入
れ
て
い
た
の
は
、
親
ド
イ
ツ
の
右
翼

た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
講
説
会
議
の
始
ま
る
前
か
ら
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
十
四
ケ
条
を
楡
椰
す
る
た
め
に
、
　
「
何
故
に
其
十
四
ケ
条
を
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ケ
条
と
し
て
人
種
上
の
差
別
を
撤
廃
す
る
の
原
則
を
掲
上
せ
ざ
り
し
か
」
と
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
日
本
全
権
が
「
人
種
案
」
を
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実
際
に
講
和
会
議
に
提
出
す
る
十
日
前
の
二
月
三
塁
に
、
早
く
も
人
種
差
別
撤
廃
期
成
大
会
準
備
委
員
会
を
院
内
図
書
館
で
開
い
た
。
委
員
の

顔
触
れ
は
、
大
木
遠
寺
（
貴
族
院
）
、
大
竹
貫
一
（
憲
政
会
）
、
中
村
啓
次
郎
（
政
友
会
）
、
田
鍋
安
之
助
（
使
命
会
）
、
五
百
木
良
三
（
国
民
蟻
壁
）
、

長
山
乙
介
（
交
信
会
）
、
葛
生
能
久
（
黒
龍
会
）
、
佐
々
木
安
五
郎
（
国
民
外
交
同
盟
会
）
、
佐
藤
鋼
次
郎
（
予
傭
陸
軍
中
将
）
、
上
泉
徳
弥
（
予
備
海

軍
中
将
）
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
委
員
会
の
主
催
で
、
翌
々
五
日
、
人
種
差
別
撤
廃
期
成
大
会
が
築
地
精
養
軒
で
行
わ
れ
、
三
百

恩
名
を
集
め
て
、
　
「
日
本
国
民
は
講
和
会
議
に
満
て
従
来
国
際
間
に
行
は
れ
た
る
人
種
的
差
別
待
遇
を
撤
廃
せ
し
む
る
こ
と
を
期
す
」
と
い
う

決
議
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
会
に
は
政
友
会
の
議
員
や
幣
原
も
出
席
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
中
心
と
な
っ
た
右
翼
た
ち
の
真
の
意
図

が
、
大
勢
順
応
主
義
の
原
敬
協
調
外
交
に
対
す
る
攻
撃
に
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
講
和
会
議
に
お
け
る
「
人
種
案
」
の
不
利
が
伝

え
ら
れ
る
と
、
三
月
二
十
三
覇
、
期
成
会
は
第
二
圓
の
大
会
を
開
き
、
　
「
日
本
国
民
は
人
種
的
差
別
撤
廃
を
基
礎
と
せ
ざ
る
国
際
連
盟
に
反
対

　
　
　
　
⑬

す
」
と
決
議
し
、
内
田
良
平
は
、
　
「
吾
人
ハ
此
ノ
目
的
ヲ
達
セ
サ
レ
バ
国
際
連
盟
ヲ
脱
退
ス
ヘ
シ
正
義
人
道
ノ
為
ノ
孤
立
ハ
寧
ロ
帝
国
ノ
名
誉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ナ
ラ
ズ
、
ヤ
」
と
演
説
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
野
党
各
派
も
同
調
し
た
。
三
月
二
十
七
日
の
憲
政
会
総
会
で
、
総
裁
加
藤
高
明
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

「
本
提
議
ニ
シ
テ
失
敗
ス
ル
カ
如
キ
ア
ラ
バ
外
交
上
由
々
敷
大
事
タ
ル
ヘ
シ
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
　
「
人
種
差
別
撤
廃
の
提
議
が
、
国
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

一
致
し
た
支
持
を
獲
得
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
」
と
言
わ
れ
る
そ
の
内
実
の
一
端
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
人
種
差
別
撤
廃
運
動
が
、
　
「
世
界
改
造
」
の
た
め
の
国
際
協
調
を
唱
え
る
民
本
主
義
勢
力
か
ら
受
け
い
れ
ら
れ
る
は
ず
は
な
か

っ
た
。
彼
ら
は
積
極
的
に
こ
の
運
動
を
批
判
し
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
日
本
帝
国
主
義
自
身
の
も
つ
人
種
差
別
性
を
人
々
の
前
に
明
ら
か
に

し
た
。
吉
野
作
造
は
、
　
「
講
和
会
議
を
中
心
と
し
て
道
義
的
精
神
の
綴
織
測
と
動
い
て
居
る
今
日
の
世
界
に
向
っ
て
此
運
動
を
開
始
し
た
の
は
、

少
く
と
も
極
め
て
時
宜
に
適
し
た
も
の
と
需
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
（
し
か
し
）
従
来
此
種
の
運
動
を
起
す
も
の
は
、
甲
に
向
っ
て
は
正

義
と
公
平
と
を
求
め
て
、
乙
に
向
っ
て
は
非
義
横
道
を
逞
う
す
る
鷲
で
あ
っ
た
扁
と
こ
の
運
動
の
本
質
を
見
抜
き
、
運
動
者
は
自
ら
の
朝
鮮
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

台
湾
人
、
中
国
人
に
対
す
る
差
別
的
支
配
及
び
感
清
を
ま
ず
取
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
黎
明
会
創
設
以
来
の
会
員
阿
部

秀
助
も
、
現
在
の
社
会
的
潮
流
た
る
「
階
級
打
破
の
運
動
」
の
国
内
的
現
れ
が
普
選
運
動
で
あ
り
、
国
外
的
現
れ
が
人
種
差
別
撤
廃
運
動
で
あ
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る
と
原
則
的
に
は
こ
れ
を
評
価
し
つ
つ
、
　
コ
面
に
顧
て
欧
米
諸
国
に
対
し
て
其
人
種
的
差
別
の
撤
廃
を
要
求
す
る
が
如
く
、
我
々
は
又
我
々

の
精
神
に
向
っ
て
人
種
差
別
性
の
撤
廃
を
要
求
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
朝
鮮
人
、
台
湾
人
の
他
に
被
差
別
部
落
罠
の
問
題
を
も
提
起

　
⑱

し
た
。
同
じ
く
木
村
久
一
も
、
　
「
軍
隊
に
於
い
て
、
上
官
が
部
下
兵
卒
に
対
す
る
態
度
」
を
取
上
げ
、
　
「
こ
の
間
題
を
云
々
す
る
に
は
資
格
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

要
る
。
而
し
て
少
く
と
も
我
国
の
軍
国
主
義
者
は
そ
の
資
格
は
な
い
」
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
資
格
」
を
間
う
点
で
最
も
峻
烈
だ
っ
た
の
は
、
石
橋
湛
山
と
宮
崎
露
天
で
あ
っ
た
。
湛
山
は
属
本
人
自
身
の
差
別
の
最
も
ひ
ど
い
実
例
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
て
制
限
選
挙
制
度
を
と
り
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　
　
「
我
が
同
胞
に
対
し
て
す
ら
、
レ
ー
レ
ー
と
差
別
待
遇
を
設
け
な
が
ら
…
…
白
色
人
種
の
有
色
人
種
に
対
す
る
差
別
待
遇
の
廃
止
を
決
議
し
て
、
其
決
議
を
、

　
巴
里
の
講
和
会
議
に
電
送
し
た
所
で
、
そ
れ
に
何
の
権
威
が
あ
ろ
う
、
何
の
力
が
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
臭
い
者
身
知
ら
ず
の
冷
笑
を
買
う
に
過
ぎ
ぬ
。
」

　
ま
た
細
腰
も
、
　
「
ウ
ヰ
ル
ソ
ン
の
国
際
連
盟
世
界
改
造
な
る
語
は
今
日
に
於
て
当
を
得
た
り
。
…
…
願
は
く
は
総
て
を
し
て
徹
底
的
な
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
よ
。
国
家
的
に
偏
せ
ず
し
て
人
道
的
に
徹
底
せ
し
め
、
人
種
的
に
偏
せ
ず
し
て
、
人
知
的
に
徹
底
せ
し
め
よ
。
」
と
主
張
す
る
一
方
、
「
国
際

連
盟
の
不
徹
底
を
以
て
旧
世
界
擁
護
の
口
実
と
な
す
が
如
き
は
、
泥
棒
を
指
し
て
自
ら
弁
護
す
る
強
盗
也
」
と
、
次
の
よ
う
に
こ
の
運
動
に
鋭

い
批
判
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
此
頃
笑
止
な
る
は
人
種
無
差
別
論
を
主
張
す
る
諸
君
が
、
其
無
差
別
を
叫
び
人
道
正
義
を
主
張
し
つ
つ
、
南
洋
の
小
島
を
我
に
与
へ
と
言
ふ
は
、
病
人
が

　
う
わ
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
墜
言
に
も
似
て
、
何
ぞ
其
言
の
隈
な
る
や
」

　
　
「
我
が
言
う
所
の
人
種
案
な
る
も
の
が
、
甚
だ
不
徹
底
な
る
を
憾
み
と
す
。
若
し
我
に
於
て
、
朝
鮮
を
解
放
し
、
台
湾
を
解
放
す
る
の
決
意
を
以
て
絶
叫
し
、

　
提
案
し
、
遊
説
し
、
努
力
せ
ば
、
彼
等
（
ウ
ィ
ル
ソ
ン
ら
）
の
着
板
た
る
人
道
正
義
の
手
前
、
多
少
の
反
響
を
与
へ
た
る
や
論
な
し
…
…
顧
み
れ
ば
我
が
民
族

　
は
余
り
に
驕
慢
な
り
き
、
鳥
な
き
里
の
蠕
幅
に
て
東
洋
の
同
胞
に
無
礼
を
働
け
り
。
若
し
因
果
応
報
な
る
も
の
が
天
地
自
然
の
約
束
事
と
す
れ
ば
、
一
た
び

　
は
亡
国
の
惨
を
嘗
め
さ
せ
ら
る
べ
き
運
命
を
有
す
。
是
れ
天
の
麿
懲
也
、
慈
悲
の
鉄
拳
也
。
国
民
此
の
惨
を
嘗
め
て
三
民
に
対
し
、
翼
翼
に
対
し
、
若
し
く

　
は
支
那
南
洋
即
度
の
同
種
族
に
対
し
て
真
誠
の
同
情
を
喚
起
す
る
を
得
ん
。
訳
し
て
始
め
て
人
種
問
題
を
論
ず
る
の
資
格
を
得
ん
。
更
に
進
一
嚇
し
て
世
界
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人
類
と
手
を
握
る
を
得
ん
。
」

　
や
や
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
浴
天
の
面
図
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
と
雷
え
よ
う
。

　
「
人
種
案
」
に
対
す
る
国
内
世
論
の
反
響
は
以
上
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
言
う
よ
り
も
、
最
も
一
般
的
な
受
け
と
め
方
は
、
以
下
に
引
く

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
国
際
連
盟
規
約
草
案
（
二
月
十
四
田
発
表
、
　
「
人
種
案
」
は
挿
入
さ
れ
ず
）
に
対
す
る
感
想
の
中
に
う
か
が
え
る
の
で
あ

る
。　

　
「
吾
人
の
最
も
遺
憾
と
す
る
は
、
圏
際
連
盟
が
永
久
平
和
を
目
的
と
し
な
が
ら
、
遂
に
戦
争
発
生
の
原
因
た
る
経
済
的
障
壁
の
除
虫
に
及
ば
ざ
り
し
こ
と
な

　
り
…
…
経
済
的
障
壁
の
撤
廃
と
は
他
な
し
門
戸
開
放
な
り
、
機
会
均
等
な
り
、
忍
笠
の
自
由
な
り
、
少
く
も
財
産
及
び
企
業
に
対
す
る
無
差
別
待
遇
な
り
、

　
貿
易
の
自
由
な
り
、
少
く
も
原
始
生
産
物
就
中
重
要
原
料
晶
の
国
境
撤
廃
な
り
。
…
…
之
を
要
す
る
に
国
際
連
盟
は
、
人
類
史
上
特
筆
に
値
す
る
の
企
画
た

　
る
に
相
違
な
き
も
、
其
の
総
て
に
於
て
徹
底
を
欠
き
、
殊
に
其
の
人
種
問
題
を
除
外
し
、
海
洋
自
由
問
題
を
除
外
せ
る
所
、
早
く
も
大
国
の
利
己
の
露
骨
な

　
　
　
　
　
　
⑳

　
る
も
の
あ
り
。
」

　
す
な
わ
ち
、
　
「
人
種
案
」
と
は
、
経
済
的
障
壁
撤
廃
と
密
接
不
可
分
な
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
門
戸
開
放
の
日
本
的
表
現
と
し
て

受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
大
戦
下
に
ひ
と
り
だ
ち
の
帝
国
主
義
国
と
な
っ
た
日
本
は
、
戦
後
、
中
国
に
お
け
る
競
争
の
激
化
を
お
そ
れ
る

一
方
、
太
平
洋
地
域
へ
の
進
出
を
目
論
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
は
、
古
く
は
オ
ラ
ン
ダ
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
の
、
新
し
く

は
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
特
権
区
域
で
あ
っ
た
。
　
「
人
種
案
」
は
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
こ
れ
ら
先
進
帝
国
主
義
国
の
特

権
に
均
露
せ
ん
が
た
め
の
恰
好
の
口
実
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
遅
れ
て
中
圏
に
や
っ
て
来
た
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
が
、
ヘ
イ
の
三
原
則
と
い
う
形

を
と
っ
て
割
り
込
み
を
は
か
っ
た
よ
う
に
、
今
日
本
帝
国
主
義
は
、
　
噌
人
種
案
偏
を
先
登
に
た
て
て
太
平
洋
地
域
へ
の
進
出
を
は
か
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
　
「
人
種
案
」
の
こ
の
よ
う
な
受
け
と
り
方
は
、
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
み
で
は
な
い
。
『
東
京
日
日
新
聞
』
も
、
　
「
人
種
無
差
別
と

門
戸
開
放
と
の
二
主
義
は
、
実
に
連
盟
の
錦
上
花
を
添
ふ
る
も
の
に
と
て
、
之
な
く
ん
ば
国
際
連
盟
は
二
大
限
臼
な
く
、
英
米
の
利
益
の
為
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

盲
匿
的
専
制
案
と
称
す
る
の
密
な
か
る
べ
し
。
」
と
書
き
、
『
京
都
日
出
新
聞
』
も
、
　
「
吾
々
日
本
人
が
一
般
東
洋
民
族
の
名
に
於
て
、
人
種
的
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㊧

差
別
の
撤
廃
を
要
求
す
る
の
は
、
…
…
実
に
公
正
な
る
人
道
と
経
済
上
の
機
会
均
等
と
の
要
求
に
よ
っ
て
之
を
試
み
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
」
と

書
い
て
、
　
「
人
種
案
」
が
経
済
的
障
壁
撤
廃
や
門
戸
開
放
と
別
も
の
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
後
進
帝
国
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

義
日
本
の
立
場
と
要
求
を
簡
潔
に
表
現
し
た
の
が
、
近
衛
文
麿
の
「
英
米
本
位
の
平
和
主
義
を
排
す
」
で
あ
っ
た
。
近
衛
は
そ
の
中
で
、
今
回

の
大
戦
は
「
早
成
の
強
国
」
と
「
未
成
の
強
国
」
と
の
争
い
で
あ
っ
た
、
再
び
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
　
「
吾

人
は
単
に
我
国
の
為
の
み
な
ら
ず
、
正
義
人
道
に
本
く
世
界
各
国
民
平
等
生
存
権
の
確
立
の
為
に
も
、
経
済
的
帝
国
主
義
を
排
し
て
各
国
を
し

て
其
殖
民
地
を
開
放
せ
し
め
、
製
造
工
業
品
の
市
場
と
し
て
も
、
天
然
資
源
の
供
給
地
と
し
て
も
、
之
を
各
国
平
等
の
使
用
に
供
し
、
自
国
に

の
み
独
占
す
る
が
如
き
事
な
か
ら
し
む
る
を
要
す
。
」
と
言
い
、
特
に
日
本
人
の
立
場
か
ら
し
て
、
「
か
の
合
衆
国
を
初
め
英
国
殖
民
地
た
る
濠

州
加
奈
陀
等
が
白
人
に
対
し
て
門
戸
を
開
放
し
な
が
ら
、
日
本
人
初
め
一
般
黄
人
を
劣
等
視
し
て
之
を
排
斥
し
つ
エ
あ
る
」
こ
と
を
改
め
さ
せ

よ
と
言
う
。
こ
こ
に
お
い
て
「
人
種
案
」
は
、
　
「
未
成
の
強
国
」
日
本
の
、
　
「
已
成
の
強
国
」
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
挑
戦
状
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
総
合
す
る
と
、
　
「
人
種
案
」
は
、

　
ω
本
来
の
意
図
と
し
て
は
、
戦
後
激
化
が
予
想
さ
れ
る
中
国
で
の
帝
国
主
義
競
争
に
お
い
て
、
欧
米
諸
列
強
が
一
丸
と
な
っ
て
日
本
に
当
っ

て
く
る
こ
と
に
対
す
る
予
防
線
と
い
う
防
禦
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
②
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
や
一
部
の
日
本
人
の
間
で
は
移

民
問
題
対
策
と
受
け
と
め
ら
れ
、
㈲
国
家
主
義
者
や
野
党
か
ら
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
に
対
す
る
ア
ン
チ
“
テ
ー
ゼ
、
ま
た
は
、
原
内
閣
の
対

欧
米
協
調
外
交
に
対
す
る
攻
撃
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
、
④
民
本
主
義
老
か
ら
は
、
露
骨
な
日
本
の
帝
国
主
義
路
線
に
対
す
る
反
省
材
料
と
し

て
痛
烈
な
批
判
を
う
け
、
㈲
最
も
普
遍
的
に
は
戦
後
日
本
の
太
平
洋
地
域
へ
の
経
済
的
進
出
の
た
め
の
理
論
的
先
兵
と
し
て
、
同
時
に
、
ウ
ィ

ル
ソ
ン
主
義
を
見
極
め
る
た
め
の
「
踏
み
絵
」
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
反
響
を
ひ
き
お

こ
し
た
「
人
種
案
」
で
は
あ
る
が
、
防
禦
的
な
も
の
で
あ
れ
攻
撃
的
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
本
質
が
日
本
の
帝
国
主
義
性
に
基
い
て
い
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
同
じ
く
人
種
差
別
を
受
け
て
い
た
中
国
の
人
民
が
こ
れ
に
同
調
せ
ず
、
北
京
に
お
い
て
日
本
公
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使
館
が
、
い
く
ら
「
日
本
人
力
主
動
者
タ
ラ
サ
ル
ノ
体
二
於
テ
輿
論
ヲ
理
論
シ
人
種
問
題
二
於
テ
日
支
両
国
委
員
力
協
同
一
致
ノ
歩
調
ヲ
取
ル

ニ
至
ル
カ
怨
言
二
当
方
面
ヨ
リ
我
委
員
ヲ
後
援
ス
ル
ニ
至
ル
ノ
傾
向
ヲ
現
出
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
に
努
め
て
も
、
何
ら
の
効
果
も
得
ら
れ
な
か
っ

⑳た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
同
じ
理
由
か
ら
も
、
こ
の
「
入
種
案
」
が
四
月
十
一
日
講
和
会
議
に
お
い
て
最
終
的
に
斥
け
ら
れ
た
時
、
B
本
の
多
く
の
人
々
の
員
は

再
び
つ
り
上
が
り
、
次
の
よ
う
に
山
東
要
求
に
対
す
る
．
強
硬
な
世
論
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
入
種
平
等
の
み
が
黒
人
の
主
張
の
全
部
に
非
ず
、
国
際
連
盟
の
変
形
と
共
に
我
が
亜
細
亜
に
於
け
る
特
殊
地
位
を
確
保
す
べ
く
遺
憾
無
か
り
し
か
」
　
「
吾

　
人
は
人
種
平
等
案
否
決
の
事
実
と
ヒ
ュ
ー
ズ
氏
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
首
相
）
の
所
論
を
通
じ
て
、
世
界
平
和
実
現
の
機
の
哀
話
だ
遠
く
、
随
っ
て
日
本
は
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
其
の
東
亜
に
於
け
る
独
特
の
地
歩
を
固
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
必
要
を
痛
感
せ
ざ
る
能
は
ず
」
　
「
政
府
よ
、
協
調
の
為
に
国
威
を
失
墜
せ
ざ
れ
」

①
刀
禰
館
正
雄
編
『
躍
本
外
交
秘
録
』
（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
九
年
）
一
四
四
－

　
七
頁
。

②
大
村
立
ヨ
『
日
本
の
外
交
家
ω
O
O
人
の
入
脈
』
（
読
売
新
聞
社
、
昭
和
四
十
九

　
年
）
七
照
一
五
頁
に
、
　
「
昭
和
外
交
の
立
役
者
ー
パ
リ
会
議
の
面
々
」
と
し
て
、

　
ど
の
よ
う
な
考
え
の
ど
の
よ
う
な
官
僚
勢
が
い
た
か
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

③
三
谷
太
一
郎
「
「
転
換
期
」
（
一
九
一
八
一
一
九
一
二
年
）
の
外
交
指
導
」
三
谷

　
太
一
郎
・
篠
原
一
編
『
近
代
日
本
の
政
治
指
導
－
政
治
家
研
究
H
l
』
　
（
東
京
大

　
愚
ナ
出
版
ム
罫
、
　
一
九
山
ハ
五
年
）
所
収
、
庸
＝
鳳
四
［
一
五
百
ハ
A
膠
昭
渦
。

④
　
井
上
清
「
大
正
期
の
政
治
と
軍
部
」
井
上
清
編
『
大
正
期
の
政
治
と
社
会
』
（
岩

　
波
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
）
所
紋
、
三
九
三
…
六
頁
参
照
。
な
お
引
用
都
は
三
九

　
四
頁
。

⑤
　
小
林
肝
炎
編
『
山
雨
荘
日
記
』
（
前
掲
）
三
二
七
頁
。

⑥
幣
原
喜
重
郎
『
外
交
五
十
年
』
（
読
売
新
聞
社
、
昭
和
二
十
六
年
）
二
五
五
頁

⑦
宇
治
田
直
義
編
『
幣
原
喜
重
郎
瞼
（
前
掲
）
一
三
六
－
七
頁
。

⑧
前
掲
『
翠
雨
荘
日
記
臨
二
八
五
－
六
頁
に
所
収
。

⑨
『
日
本
外
交
文
書
大
正
七
年
第
三
冊
』
（
前
掲
）
六
七
六
i
八
頁
に
所
収

⑩
　
『
日
本
外
交
文
書
　
大
正
八
年
第
三
柵
上
巻
』
　
（
前
掲
）
三
五
七
文
書

⑪
　
同
前
、
三
七
九
、
三
八
五
文
書
。

⑫
『
大
日
本
』
大
正
七
年
十
㎜
月
号
面
影
「
ウ
ヰ
ル
ソ
ソ
主
義
」

⑬
　
人
種
鍛
鋼
撤
廃
運
動
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
　
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
当
該
記
事
を

　
参
照
し
た
。

⑭
　
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
　
大
正
八
年
第
三
冊
上
巻
』
三
九
一
文
書

⑮
同
前
、
一
九
八
文
書
。
な
お
期
成
会
の
審
務
所
は
黒
立
会
出
版
部
内
に
お
か
れ

　
て
い
た
。

⑯
　
臼
井
勝
美
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
ー
－
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
と
瞬
本
の
支
配
層
」
（
前
掲
）

　
一
…
三
頁
。

⑰
　
吉
野
作
造
「
人
種
的
差
別
撤
廃
運
動
者
に
与
ふ
」
　
『
中
央
公
論
』
大
正
八
年
三

　
月
号
「
評
論
」
。
た
だ
し
、
（
　
）
内
は
引
幣
者
。

⑱
　
阿
部
秀
助
「
入
全
的
差
別
観
の
意
義
」
『
黎
明
講
演
集
第
二
輯
』
（
大
老
閣
、
大

　
正
八
年
）
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⑲
木
村
久
一
「
新
国
罠
心
理
の
創
造
」
『
黎
明
講
演
集
第
一
輯
』
（
岡
前
）

⑳
　
『
東
洋
経
済
新
報
』
大
正
八
年
二
月
十
五
日
号
社
説
「
人
種
的
差
別
撤
廃
要
求

　
の
前
に
」
。
石
橋
湛
山
全
集
編
纂
委
員
会
編
『
石
橋
湛
山
全
集
第
三
巻
』
（
東
洋
経

　
済
新
報
社
、
昭
和
四
十
六
年
）
所
収
。
引
用
部
は
七
〇
頁
。

⑳
　
宮
崎
龍
介
、
小
野
川
秀
美
編
『
宮
崎
稻
天
全
集
第
二
巻
』
　
（
平
凡
社
、
昭
和
四

　
十
六
年
）
五
一
頁
。
『
上
海
日
日
新
聞
』
大
正
七
年
十
二
月
二
十
～
日
へ
の
寄
稿
。

　
但
し
、
（
　
）
内
引
用
者
。

＠
　
同
前
、
八
O
l
八
一
頁
。
大
正
八
年
二
月
二
十
三
日
。

⑳
嗣
前
、
二
九
一
二
〇
頁
。
四
月
十
九
碍
。

⑭
　
二
月
十
九
日
社
説
「
国
際
連
盟
成
る
（
下
）
」

⑳
　
二
月
二
十
二
日
社
説
「
人
種
的
差
別
闇
題
断
々
乎
と
し
て
其
撤
廃
の
貫
徹
を

　
計
れ
」

⑳
　
四
月
二
十
七
日
社
説
「
ヒ
ュ
ー
ズ
氏
の
人
種
問
題
観
」

⑳
　
『
日
本
及
日
本
人
』
大
正
七
年
十
二
月
十
五
日
号
所
載
。

⑳
　
前
掲
『
日
本
外
交
文
轡
大
正
八
年
第
三
柵
上
巻
』
三
七
五
文
書

　
　
な
お
、
陳
独
秀
は
『
毎
週
評
論
』
一
九
一
九
年
三
月
九
日
号
に
「
人
種
差
別
待

　
遇
問
題
」
と
い
う
一
文
を
書
い
て
、
二
本
の
「
人
種
案
」
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き

　
三
点
を
あ
げ
た
。

　
　
「
第
【
に
、
我
々
中
国
人
は
全
黄
色
人
を
連
合
し
て
正
々
堂
々
と
パ
リ
会
議
に

　
平
等
の
待
遇
を
要
求
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
臼
本
に
付
随
し
て
照
日
対
抗
の
道
具
と

　
な
っ
て
は
い
け
な
い
。

　
　
第
二
に
、
我
々
の
中
園
の
内
地
は
ま
だ
十
分
に
は
開
か
れ
て
お
ら
ず
、
辺
境
に

　
は
荒
地
が
多
い
の
で
国
外
へ
の
移
民
は
必
要
な
い
。
要
求
す
る
と
す
れ
ば
華
工
及

　
び
僑
商
の
待
遇
で
あ
っ
て
、
日
本
の
移
民
政
策
と
は
内
容
が
ち
が
う
。

　
　
第
三
に
、
我
々
黄
色
人
は
白
人
に
対
し
て
平
等
の
待
遇
を
要
求
し
た
以
上
、
我

　
々
黄
色
人
自
身
が
黄
色
人
に
対
し
て
ま
ず
平
等
の
待
遇
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
も
し
我
々
黄
色
人
が
、
黄
色
人
の
中
国
で
の
特
殊
地
位
や
朝
鮮
で
の
主
属
関
係
を

　
う
ち
破
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
平
等
の
待
遇
を
要
求
で
き
ょ
う
か
。
」
　
（
『
独

　
秀
文
存
』
　
（
遠
東
図
書
公
司
、
一
九
六
五
年
夏
龍
）
、
六
〇
〇
頁
。
）

⑲
　
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
四
月
十
八
日
社
説

⑳
同
前
二
十
五
日
社
説
。
（
）
内
引
用
者
。

⑳
　
燃
圓
晶
肘
二
十
六
日
「
朝
等
比
評
壇
」

パリ講和会議と日本・中国（藤本）

第
三
章
日
使
桐
唱
事
件

　
第
一
章
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
側
全
権
に
前
も
っ
て
圧
力
を
か
け
て
お
こ
う
と
す
る
日
本
側
の
策
動
は
明
ら
か
に
失
敗
し
た
。
そ

し
て
、
一
九
一
九
年
一
月
二
十
八
日
の
講
和
会
議
の
席
上
で
中
国
全
権
難
事
鈎
は
、
　
「
独
支
開
戦
ノ
結
果
独
支
問
ノ
条
約
無
効
ト
ナ
レ
ル
今
日

支
那
国
民
ハ
国
師
湾
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
鉄
道
其
ノ
他
ノ
利
権
ヲ
モ
養
鯉
テ
之
力
碁
附
ヲ
希
望
ス
独
逸
ノ
有
シ
タ
ル
所
ヲ
奪
ヒ
更
二
他
国
二
移
ス
ハ
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

当
不
理
ノ
処
置
ト
云
フ
可
シ
」
と
い
う
旨
の
演
説
を
し
、
日
本
側
の
肉
東
要
求
の
拒
絶
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
北
京
の
日
本
公
使
館
二
等
通
訳

　
　
　
　
　
　
　
②

官
中
畑
栄
も
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
自
然
ノ
情
勢
」
で
あ
り
、
　
「
支
那
南
北
上
下
官
民
ノ
一
致
ノ
或
ル
希
望
ヲ
湖
中
シ

タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
よ
り
先
、
松
井
慶
四
郎
駐
仏
大
使
よ
り
、
パ
リ
で
中
国
側
が
青
島
還
付
の
た
め
の
対
ア
メ
リ
カ
運
動
を
行
っ
て
い
る
と
の
報
告
を
受
け

た
内
田
康
哉
外
根
は
、
一
月
八
日
、
小
幡
酉
吉
駐
華
公
使
に
あ
て
て
、
こ
の
事
に
関
し
「
繊
先
官
憲
二
注
意
ア
リ
タ
キ
旨
」
北
京
政
府
当
局
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
「
懇
切
二
」
申
し
入
れ
る
よ
う
訓
令
を
発
し
、
更
に
十
三
日
、
松
井
に
対
し
て
も
、
中
国
側
の
「
誤
想
」
を
解
く
た
め
「
腹
蔵
ナ
ク
」
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
交
換
す
る
よ
う
電
訓
し
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
北
京
で
は
小
幡
公
使
が
、
十
七
日
、
親
鋼
派
の
頭
目
曹
汝
霧
（
交
通
総
長
）
に
対
し
、
　
「
列

強
二
於
テ
モ
日
本
ヲ
差
シ
置
キ
テ
極
東
問
題
ヲ
決
定
ス
ベ
キ
道
理
ナ
キ
ハ
現
在
欧
州
平
和
会
議
二
於
テ
日
本
が
五
大
強
国
ノ
一
員
ト
シ
テ
予
備

会
議
二
列
シ
ツ
ッ
ア
ル
ニ
鑑
ミ
ル
モ
明
瞭
ナ
ル
次
第
ニ
シ
テ
」
と
国
力
を
誇
示
し
た
上
で
、
　
「
小
策
ヲ
弄
シ
日
本
ヲ
出
シ
抜
キ
日
本
ヲ
中
傷
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ン
ト
ス
ル
ハ
日
本
国
民
ノ
最
モ
不
快
ト
ス
ル
所
ニ
シ
テ
其
結
果
ハ
決
シ
テ
支
那
ノ
為
二
有
利
ナ
リ
ト
考
フ
ル
ヲ
得
ズ
」
と
せ
ま
っ
た
。
更
に
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

幡
は
、
翌
日
、
外
交
総
長
代
理
の
陳
鐡
次
長
に
も
同
様
の
趣
旨
を
「
懇
切
二
申
入
レ
」
て
い
る
。
　
パ
リ
で
は
松
井
大
使
が
、
　
電
訓
に
沿
っ
て

田
了
得
ル
限
り
同
種
相
争
フ
ノ
醜
警
避
ケ
ン
ト
心
掛
ケ
接
誓
童
・
緬
・
だ
が
・
い
ず
れ
に
お
い
て
も
・
内
界
相
の
期
待
し
て
い
た

よ
う
な
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
て
二
十
八
日
の
顧
雲
斗
演
説
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
松
井
大
使
は
同
日
、
顧
が
山
東
問
題
に
関
連
す
る
日
中
間
の
諸
文
書
を
講
和
会

議
に
提
示
す
る
意
思
が
あ
る
と
言
っ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
　
「
日
支
両
国
二
関
係
シ
秘
密
二
黒
ス
ベ
キ
性
質
ノ
書
類
ヲ
我
方
ノ
承
諾
ヲ
得
ズ
檀

二
第
三
者
二
示
ス
コ
ト
ア
リ
テ
ハ
不
都
合
ニ
ッ
キ
」
と
、
こ
れ
を
口
実
に
北
京
政
府
に
圧
力
を
加
え
る
よ
う
、
内
田
外
相
及
び
小
幡
公
使
に
要

⑧請
し
て
き
た
。
こ
れ
が
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
臼
に
松
井
自
身
が
、
一
九
一
八
年
九
月
二
十
四
日
の
「
日
支
取
極
全
部
」
を
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

密
に
会
議
に
提
示
し
た
い
と
内
田
に
電
請
し
て
い
る
こ
と
や
、
小
幡
が
松
井
に
、
　
「
別
段
公
表
ヲ
琿
ル
が
如
キ
機
密
書
類
存
在
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ラ
ズ
…
…
我
不
利
益
ノ
為
メ
何
等
発
表
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
セ
バ
日
支
交
渉
後
既
二
発
表
セ
ル
モ
ノ
ニ
過
怠
ズ
」
と
返
電
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
小
幡
公
使
は
、
　
「
支
那
代
表
者
ノ
講
和
会
議
二
等
ケ
ル
行
動
ハ
予
テ
本
国
政
府
ノ
意
図
ヲ
体
シ
国
民
多
数
ノ

意
向
二
順
応
シ
進
退
シ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
ト
察
セ
ラ
ル
が
即
日
当
地
二
子
テ
支
那
政
府
へ
御
申
越
ノ
如
キ
筋
合
ニ
テ
申
入
ヲ
ナ
ス
ト
モ
表
面
ハ
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

宜
ノ
拶
挨
ヲ
ナ
ス
ナ
ラ
ン
モ
結
局
何
等
ノ
効
果
ナ
カ
ラ
ン
」
と
、
松
井
の
設
け
た
口
実
の
不
充
分
さ
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
内
田
外
相
か
ら
の
指
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令
も
待
た
ず
に
、
野
壷
の
た
め
の
行
動
を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
、
三
十
｝
日
、
吾
等
次
長
に
電
話
で
会
見
を
申
し
入
れ
、
陳
が
旧
正
月
の
休

暇
で
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
改
め
て
二
月
二
日
、
外
交
部
次
長
官
舎
に
陳
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
会
談
に
は
中
畑
通
訳
官
と
施
履
本
外
交
部
参

事
だ
け
が
立
ち
あ
っ
た
。

　
小
幡
は
ま
ず
、
顧
維
鈎
全
権
が
日
本
側
の
了
解
も
得
ず
に
、
講
和
会
議
の
席
上
及
び
（
こ
れ
は
事
実
で
は
な
か
っ
た
が
）
記
老
会
見
に
お
い
て
、

日
中
闘
の
秘
密
協
定
公
表
の
意
図
を
示
し
た
こ
と
は
外
交
上
の
慣
例
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
陳
次
長
を
難
詰
し
た
。
こ
れ
に
対
し
陳
は
、

中
国
側
に
も
と
か
ら
そ
の
意
図
が
あ
れ
ば
こ
れ
ま
で
に
公
表
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
顧
の
発
言
は
（
事
実
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン

ら
に
質
問
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
回
答
に
す
ぎ
な
い
、
と
反
論
し
た
。
日
本
側
の
目
的
は
も
と
も
と
文
書
の
公
表
を
妨
げ
る
こ
と
に
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
の
で
、
小
幡
は
こ
こ
で
、
内
田
外
相
か
ら
の
訓
令
に
従
っ
て
、
一
九
一
八
年
九
月
二
十
日
の
日
中
協
定
を
内
密
に
会
議
に
提
出
す
る
旨
を
通

告
し
た
。
こ
う
し
て
公
式
の
会
見
を
終
え
た
の
ち
、
個
人
の
意
見
と
こ
と
わ
っ
た
上
で
、
小
幡
は
次
の
よ
う
な
欄
喝
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
中
国
代
表
は
外
国
勢
力
を
借
り
て
、
日
本
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
は
こ
の
抑
圧
を
よ
く
受
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
中
国
代
表
の

　
た
の
み
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
も
、
も
は
や
頼
り
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
国
で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
す
で
に
独
立
し
て
共
和
国
と
な
っ
た
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
大
規
模
な
ス
ト
ラ
イ
キ
も
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
ま
し
て
や
日
本
に
も
相
当
の
体
面
が
あ
り
、
こ
れ
を
極
力
保
つ
べ
き
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
」

　
　
「
日
本
国
民
ト
シ
テ
ハ
到
底
斯
カ
ル
国
g
ヨ
三
斜
獣
。
昌
ニ
ハ
堪
エ
ザ
ル
ベ
ク
…
…
其
結
果
ハ
徒
ラ
ニ
事
態
ヲ
紛
糾
セ
シ
メ
結
局
支
那
自
身
ノ
目
的
ヲ
達
シ
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
ザ
ル
ニ
至
ル
モ
保
シ
難
カ
ル
ヘ
シ
」

　
こ
れ
ら
は
、
外
交
部
直
島
と
．
外
務
省
文
書
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
記
述
で
あ
る
が
、
こ
の
会
見
の
翌
日
陳
次
長
か
ら
直
接
話
を
聞
い
た
ラ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ン
シ
ュ
駐
華
ア
メ
リ
カ
公
使
の
報
告
に
よ
る
と
、
小
幡
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
国
内
問
題
で
手
一
杯
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
は
待
機
中
の
五
十
万

ト
ン
の
軍
艦
と
百
万
人
の
兵
士
と
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
参
戦
借
款
に
は
未
貸
与
部
分
が
あ
る
が
、
北
京
政
府
は
引
続
き
日
本
か
ら
の
経
済
援

助
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
を
と
り
あ
げ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
い
う
。

　
こ
れ
が
日
使
桐
喝
事
件
で
あ
る
。
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事
件
は
す
で
に
小
幡
が
会
見
を
申
し
込
ん
だ
時
か
ら
予
知
さ
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
系
英
字
紙
『
ノ
ー
ス
チ
ャ
イ
ナ
ス
タ
ー
』
は
、
　
一
日
及

び
二
日
北
京
通
信
と
し
て
、
　
「
日
本
ハ
巴
里
二
於
ケ
ル
支
那
委
員
ノ
行
動
ヲ
鯉
肘
ス
ル
タ
メ
東
京
及
北
京
二
於
テ
支
那
政
府
二
対
シ
圧
迫
ヲ
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ヘ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
」
と
い
う
趣
旨
の
記
事
を
、
こ
の
二
月
三
日
に
掲
載
し
た
と
い
う
。
事
件
発
生
の
第
一
報
は
、
翌
四
日
の
ア
メ
リ
カ

系
漢
字
紙
『
益
世
報
』
の
次
の
よ
う
な
号
外
で
あ
っ
た
。

　
　
「
小
幡
公
使
力
欧
州
二
於
ケ
ル
特
使
ノ
電
量
ニ
ヨ
リ
陳
外
交
次
官
二
迫
り
支
那
特
使
二
対
ス
ル
讃
誠
ヲ
申
込
ミ
、
又
英
国
ハ
内
乱
一
一
依
り
特
ミ
カ
タ
ク
独
り

　
日
本
陸
海
軍
ノ
ミ
天
下
二
横
行
シ
得
ル
コ
ト
、
又
若
シ
支
那
力
其
要
求
ヲ
容
レ
サ
レ
ハ
参
戦
借
款
ノ
残
余
ヲ
引
渡
拒
絶
ヲ
以
テ
脅
迫
セ
リ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
こ
の
号
外
は
、
『
唯
一
日
報
』
や
『
三
界
』
な
ど
の
旧
暦
新
春
初
刊
号
に
転
載
さ
れ
、
更
に
、
　
「
左
手
ニ
一
例
果
ヲ
持
シ
、
右
手
ニ
ハ
刀
剣
」

（
六
日
『
唯
一
日
報
』
）
、
　
「
危
急
中
ノ
山
東
問
題
」
（
七
日
『
農
報
』
）
と
い
っ
た
題
の
下
に
、
日
本
の
威
圧
権
謀
外
交
に
対
す
る
警
鐘
が
打
ち
な

ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
全
国
各
地
か
ら
、
　
「
堅
持
し
て
譲
る
競
れ
」
の
通
電
が
政
府
や
パ
リ
の
全
権
団
に
あ
て
て
冷
せ
ら
れ
た
。
山
東
省
か
ら

は
、
省
選
出
の
国
会
議
員
や
省
議
会
長
の
連
名
で
、
　
「
山
東
民
全
体
回
雪
ッ
テ
死
ヲ
以
テ
対
峙
セ
ン
」
と
い
う
電
報
が
パ
リ
へ
打
た
れ
た
。
欧

美
同
学
会
、
北
京
大
学
生
な
ど
の
知
識
人
、
学
生
も
こ
れ
に
和
し
た
。
開
会
中
の
国
会
に
お
い
て
も
、
六
日
、
　
門
某
総
長
ト
某
論
弁
ト
ハ
…
…

日
本
人
ノ
為
メ
ニ
舜
力
運
動
シ
一
国
ノ
主
権
ヲ
犠
牲
ニ
ス
ル
ヲ
惜
シ
マ
ス
以
テ
私
利
二
二
ヘ
ン
ト
ス
」
と
い
う
謝
論
叢
議
員
（
山
東
省
選
出
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

売
国
奴
弾
劾
演
説
が
な
さ
れ
た
。

　
上
海
で
も
、
　
『
新
聞
報
』
　
『
新
芋
報
』
そ
れ
に
国
民
党
系
の
『
民
国
日
報
』
な
ど
の
報
道
で
、
五
日
、
上
海
洋
貨
商
業
公
会
、
出
口
公
会
、

論
賛
公
所
、
金
国
和
平
連
合
会
、
漸
江
旅
溜
学
会
、
寧
波
旅
濾
同
郷
会
、
紹
興
同
郷
会
等
の
団
体
が
、
　
「
他
国
の
滋
藤
を
許
す
な
」
と
い
う
趣

旨
の
連
名
電
報
を
北
京
政
府
に
向
け
て
発
し
た
。
こ
れ
を
筆
頭
に
、
六
日
に
は
国
民
励
恥
会
、
国
際
法
学
会
等
が
、
七
日
に
は
江
蘇
省
教
育
会
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

上
海
簑
球
中
国
学
生
会
、
留
日
学
生
救
国
団
等
が
、
続
々
と
同
様
の
通
電
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
地
で
開
か
れ
る
南
北
和
平
会
議
に

そ
な
え
て
　
月
末
以
来
下
交
渉
を
す
す
め
て
い
た
南
方
派
代
表
唐
穴
冠
も
、
五
日
、
徐
世
昌
大
総
統
、
朱
窯
業
北
方
代
表
（
南
京
に
滞
在
中
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

広
東
政
府
の
そ
れ
ぞ
れ
に
む
け
て
、
欝
欝
の
拒
絶
、
軍
・
事
協
定
の
廃
絶
、
密
約
の
公
表
、
参
戦
借
款
の
償
還
を
訴
え
た
。
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広
東
で
も
、
新
聞
記
者
の
団
体
で
あ
る
広
東
報
国
公
会
の
決
起
が
あ
り
、
つ
い
で
広
東
国
会
も
、
十
日
の
両
院
連
合
談
話
会
を
経
て
、
十
三

日
、
全
議
員
の
名
で
密
約
廃
棄
の
た
め
の
行
動
決
起
を
全
国
各
界
に
要
請
す
る
と
と
も
に
、
王
卿
廷
全
権
へ
の
激
励
電
報
を
打
っ
た
。
更
に
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

六
日
に
は
、
両
院
議
長
に
よ
る
対
日
問
題
討
論
会
が
、
各
界
代
表
干
余
人
を
集
め
て
開
か
れ
た
と
い
う
。

　
香
港
に
お
い
て
も
、
北
京
電
の
伝
え
ら
れ
た
六
日
以
来
、
盛
ん
な
プ
レ
ス
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
展
開
さ
れ
た
。
同
地
の
名
門
紙
『
循
環
日
報
』

は
、
九
日
、
　
「
国
恥
」
と
題
し
て
「
我
国
今
や
生
死
関
頭
此
ノ
一
九
二
在
リ
」
と
訴
え
、
　
『
中
春
日
報
』
も
、
　
「
日
人
我
を
謀
ル
ノ
大
警
告
」

（
八
日
、
十
日
）
を
発
す
る
と
と
も
に
、
　
「
売
国
賊
ヲ
討
テ
」
（
十
一
日
）
と
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
中
国
各
地
の
世
論
が
急
激
に
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
時
に
、
本
国
政
府
か
ら
の
指
令
も
待
た
ず
に
桐
喝
を
行
っ
た
小
幡
公
使
の
も

と
へ
、
　
「
支
那
委
員
ノ
態
度
ハ
故
ラ
ニ
既
存
ノ
了
解
ヲ
破
壊
シ
日
支
両
国
間
ノ
悪
感
情
ヲ
挑
発
セ
ム
」
と
し
て
い
る
と
い
う
閣
議
決
定
の
警
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

書
を
徐
大
総
統
に
直
接
手
交
せ
よ
、
と
い
う
訓
令
が
届
け
ら
れ
た
。
小
幡
は
、
あ
わ
て
て
こ
の
火
に
油
を
注
ぐ
よ
う
な
計
画
を
中
止
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

東
京
を
説
得
す
る
一
方
、
外
人
記
者
や
英
米
公
使
の
間
を
奔
走
し
て
事
態
の
も
み
消
し
を
は
か
っ
た
。
外
交
部
へ
も
手
を
ま
わ
し
た
。
北
京
政

府
の
方
で
も
、
事
態
が
こ
れ
ほ
ど
す
す
み
、
民
衆
の
目
が
「
売
国
奴
」
に
ま
で
む
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
当
然
保
身
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ

て
き
た
。
そ
こ
で
二
月
十
日
、
　
「
事
件
の
真
相
」
を
発
表
し
て
、
　
「
中
日
両
国
は
現
に
正
に
親
善
の
実
現
を
は
か
り
つ
つ
あ
り
、
何
ら
誤
解
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

あ
る
は
ず
は
な
い
」
と
い
う
旨
の
外
交
部
声
明
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
内
田
外
相
自
身
が
、
　
「
外
交
部
ノ
声
明
二
対
シ
テ
ハ
支
那
新
聞
中
二
三
字
句
ノ
末
ヲ
捉
ヘ
テ
論
評
ヲ
試
ミ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
外
字
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

聞
共
特
写
該
声
明
ニ
ヨ
リ
安
心
シ
タ
ル
意
味
ノ
記
事
ヲ
掲
ケ
タ
ル
モ
ノ
ナ
シ
」
と
、
パ
リ
の
松
井
大
使
に
通
知
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
は
や
事

態
は
一
片
の
声
明
で
お
さ
ま
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
日
使
僧
喝
の
し
ら
せ
は
、
す
で
に
世
界
中
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。　

ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
、
八
日
の
各
新
聞
が
一
斉
に
北
京
発
共
同
通
信
を
伝
え
た
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
も
、
九
日
を
皮
切
り
に
連
日
こ
の

問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
太
田
総
領
事
を
し
て
、
　
「
東
京
又
ハ
華
盛
頓
二
於
テ
適
当
ナ
ル
方
法
ニ
ョ
リ
人
気
挽
園
策
ヲ
要
旨
ラ
レ
ン
事
希
望
二
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㊧

堪
エ
ス
」
と
悲
鳴
を
あ
げ
さ
せ
る
程
の
反
日
感
情
の
た
か
ま
り
が
み
ら
れ
た
。
パ
リ
に
お
い
て
も
、
松
井
大
使
に
よ
る
共
同
通
信
へ
の
「
サ
ブ

　
⑳

レ
ス
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
群
イ
タ
ー
や
、
講
和
会
議
に
そ
な
え
て
陳
友
仁
ら
南
方
派
が
設
け
た
宣
伝
機
関
チ
ャ
イ
ナ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

通
じ
て
、
こ
の
事
件
が
報
道
さ
れ
、
日
本
側
の
「
事
実
無
根
」
声
明
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
弥
縫
策
も
功
を
奏
さ
ず
、
孤
立
は
深
ま
る
一
方

で
あ
っ
た
。

　
再
び
中
国
で
は
、
二
月
半
ば
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
武
漢
、
長
沙
、
広
東
、
上
海
、
香
港
な
ど
各
地
に
お
い
て
反
日
、
排
日
貨
運
動
が
開
始

さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
か
ら
、
許
静
定
の
次
の
よ
う
な
認
識
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
は
じ
め
は
互
い
に
提
携
し
あ
い
、
つ
い
で
互
い
に
嫉
忌
し
あ
う
。
そ
の
結
果
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
言
う
海
洋
の
自
由
、
植
民
地
の
解
放
、
軍
備
縮
小
、

　
勢
力
範
囲
の
放
棄
な
ど
種
々
の
道
義
的
雷
辞
は
、
少
数
者
の
私
利
隠
謀
に
妨
げ
ら
れ
…
…
我
々
が
朝
に
夕
に
祈
っ
て
い
た
世
界
平
和
も
、
そ
の
結
果
は
、
分

　
融
強
奪
の
変
形
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
わ
け
も
な
い
の
に
期
待
し
す
ぎ
た
だ
け
な
の
だ
。
」

　
四
月
二
十
日
号
の
『
国
罠
雑
誌
』
に
書
か
れ
た
こ
の
一
文
は
、
ま
さ
し
く
、
五
月
十
八
日
号
の
『
毎
週
評
論
』
に
書
か
れ
た
李
大
甘
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
強
盗
世
界
を
改
造
せ
よ
、
秘
密
外
交
を
認
め
る
な
、
民
族
自
決
を
実
行
せ
よ
」
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
日
使
桐
喝
事
件
は
、
帝

国
主
義
世
界
の
実
態
と
自
ら
の
立
ち
上
り
の
必
要
を
中
国
の
人
々
に
教
え
、

　
①
　
『
目
本
外
交
文
書
　
巴
里
講
和
会
議
経
過
概
要
』
（
昭
和
四
十
六
年
）
五
穴
頁
。

　
②
　
二
月
八
日
小
幡
公
使
発
内
田
外
柏
宛
「
山
東
問
題
欧
州
会
議
ヘ
ノ
提
言
ト
北
京

　
　
方
面
影
響
輿
論
一
班
」
（
外
交
資
料
館
蔵
）
　
た
だ
し
、
中
畑
の
結
論
は
、
北
京
の

　
　
説
得
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
講
和
会
議
に
お
い
て
中
国
全
権
を
一
喝
せ
よ
と
い

　
　
う
も
の
。

　
③
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
大
正
八
年
第
三
冊
上
』
六
九
文
書
。

　
④
同
前
七
一
文
書
。

　
⑥
　
同
前
　
七
四
文
書
。

　
⑥
同
前
七
穴
文
書
。

五
・
四
事
件
の
最
後
の
準
備
を
し
た
の
で
あ
る
。

⑦
　
同
前
九
八
文
書
。

⑧
同
前
八
八
文
書
。

⑨
同
前
八
七
文
書
。

⑩
　
同
前
　
九
七
文
書
。

⑪
　
同
前
。

⑫
同
前
九
四
文
書
。

⑬
　
王
芸
生
『
穴
十
年
来
中
国
与
臼
本
　
第
七
巻
』
　
（
天
津
大
公
下
痢
、

　
年
）
　
二
四
山
ハ
｝
貝
。

⑭
　
前
掲
『
臼
本
外
交
文
書
　
大
正
八
年
第
三
冊
上
駈
　
一
〇
九
文
書

一
九
三
四
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⑮
土
塁
ω
㊦
＝
出
。
悔
5
。
其
き
。
ミ
§
ミ
詳
§
§
ミ
§
、
ミ
肉
蕊
“
（
ち
①
㎝
）

　
℃
や
一
ホ
ー
①
．

　
　
な
お
、
β
井
勝
美
氏
は
、
陶
菊
隠
『
北
洋
軍
閥
統
治
時
期
史
話
』
よ
り
五
十
万

　
ト
ソ
の
軍
艦
云
々
の
話
を
引
用
し
、
　
「
公
使
が
こ
の
よ
う
な
言
辞
を
弄
し
た
と
は

　
想
像
し
得
な
い
」
と
書
い
て
い
る
（
『
日
本
と
中
魍
－
大
正
時
代
…
鰯
｝
四
三
頁
）

　
が
、
筆
者
は
ラ
イ
ソ
シ
ュ
の
報
告
に
信
を
お
く
。

⑯
　
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
　
大
正
八
年
第
三
冊
上
』
一
〇
三
文
書

⑰
小
幡
の
桐
喝
が
旧
正
月
の
新
聞
休
刊
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
ざ
と

　
こ
の
蒔
期
を
選
ん
だ
と
い
う
説
が
当
聴
た
て
ら
れ
た
。

⑱
　
以
上
の
記
述
は
、
主
と
し
て
前
掲
中
畑
報
告
及
び
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
　
大

　
正
八
年
第
三
冊
上
』
一
五
三
文
書
に
よ
っ
た
。

⑲
上
海
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編
『
五
四
運
動
在
上
海
史
料
選
輯
』
（
上
海
人

　
民
幽
版
社
、
一
九
六
〇
年
）
　
照
照
－
八
頁
。

⑳
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
大
正
八
年
第
三
冊
上
』
＝
八
文
書
。

⑳
　
【
圓
皿
削
　
　
一
　
二
山
ハ
、
　
一
山
ハ
～
文
書
。

⑫
　
同
前
　
一
五
一
文
霞
。

⑯
　
同
前
　
＝
三
文
書
。お

　
わ
　
り
　
に

⑳
　
同
前
　
一
〇
九
、
＝
二
、
一
一
六
、
＝
一
二
、
一
二
五
、
＝
二
三
、
一
四
一
、

　
一
四
四
文
書
。

⑳
　
同
前
　
一
三
〇
文
書
。

⑳
　
『
東
方
雑
誌
』
一
九
一
九
年
三
月
号
。
前
掲
『
六
十
年
来
中
国
与
日
本
』
二
四

　
八
一
五
〇
頁
。

　
　
た
だ
し
、
こ
の
声
明
文
の
随
処
に
日
本
の
口
先
だ
け
の
親
善
を
批
判
す
る
口
振

　
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑳
　
前
掲
『
日
本
外
交
文
書
　
大
正
八
年
第
三
雪
上
』
一
六
七
文
書
。

⑳
　
同
前
　
一
二
六
文
書
。

⑳
　
同
前
　
一
四
〇
文
書
。

⑳
　
同
前
　
一
二
七
文
書
。

⑳
　
同
前
　
一
二
九
、
＝
一
二
、
～
五
七
、
一
五
九
文
書
。

⑫
　

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
当
該
期
間
の
記
事
よ
り
。

　
　
な
お
、
そ
の
よ
う
な
中
で
小
幡
公
使
暗
殺
の
曝
ま
で
流
さ
れ
た
。

　
　
人
民
出
版
椎
編
『
李
大
釧
選
集
』
　
（
北
京
人
民
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
二
一

　
四
頁
。

　
パ
リ
講
和
会
議
終
結
の
翌
月
号
（
七
月
号
）
の
『
中
央
公
論
』
は
、
　
「
狂
乱
せ
る
支
那
腐
二
心
」
と
い
う
題
の
次
の
よ
う
な
巻
頭
言
を
掲
げ
て

い
る
。

　
　
「
近
頃
、
学
者
、
軍
人
、
記
者
等
の
一
部
の
間
に
、
外
務
当
局
を
鞭
慰
し
て
武
断
的
対
支
外
交
の
措
置
に
出
づ
べ
き
を
、
頻
り
に
説
き
廻
る
連
中
が
あ
る
と

　
い
う
噂
を
耳
に
す
る
。
…
…
（
彼
等
の
思
惑
を
推
測
し
て
み
れ
ば
…
引
用
者
）
曰
く
蜥
く
し
て
兎
に
角
戦
争
気
分
を
民
間
に
深
め
、
動
も
す
れ
ば
起
ら
ん
と
す

　
る
軍
備
縮
少
論
の
鋒
先
を
挫
か
ん
と
す
る
に
在
り
、
曰
く
排
米
熱
を
民
間
に
高
め
、
之
を
転
じ
て
親
米
的
H
彼
等
の
斯
く
窟
指
す
所
の
証
民
本
主
義
者
の
社
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会
的
圧
迫
に
利
用
せ
ん
と
す
る
に
在
り
。
又
曰
く
排
日
運
動
の
鷹
黒
旗
を
ぱ
巧
に
転
用
し
て
、
支
那
政
府
の
自
ら
為
す
所
の
武
断
的
取
締
を
援
助
す
べ
し
と

　
の
国
民
的
輿
論
を
作
り
、
原
内
閣
の
方
針
を
マ
ソ
マ
と
切
り
崩
し
て
、
再
び
寺
内
時
代
の
黒
熱
政
策
に
帰
ら
ん
と
す
る
に
在
り
と
。
」

　
こ
の
文
と
、
第
一
章
で
引
用
し
た
前
年
十
二
月
号
の
巻
頭
言
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
半
年
余
の
間
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
か

が
明
瞭
と
な
ろ
う
。
あ
れ
ほ
ど
有
頂
天
で
あ
っ
た
民
本
主
義
者
が
、
今
や
守
り
の
姿
勢
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
谷
太
一
郎
属

は
こ
の
、
問
の
事
情
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
シ
　
ア

　
　
「
…
…
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
時
代
が
終
っ
た
時
、
日
本
に
お
い
て
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
の
救
主
的
影
響
力
は
衰
え
は
じ
め
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
運
動
と
そ
れ
を
支
え
た
日
本
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
者
た
ち
の
思
想
的
影
響
力
が
下
降
し
は
じ
め
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
た
。
」

　
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
民
本
主
義
者
た
ち
は
「
人
種
案
」
に
対
し
、
　
「
資
格
」
を
問
う
と
い
う
形
で
対
決
し
た
。
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
、

宮
崎
酒
天
の
よ
う
な
勝
れ
た
反
帝
国
主
義
的
認
識
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
す
で
に
こ
の
問
題
に
お
い
て
彼
ら
は
受
け
身
の

立
ち
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
原
因
は
第
一
章
で
み
た
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
、
　
「
人
種
案
」
の
「
敗
北
」
は
、
臼
本
世
論
の
大
勢

を
対
欧
米
協
調
か
ら
ア
ジ
ア
ロ
モ
ン
ロ
ー
主
義
へ
と
動
か
し
始
め
た
。
そ
の
際
、
国
際
連
盟
規
約
の
モ
ン
ロ
ー
主
義
承
認
条
項
が
こ
れ
に
拍
車

を
か
け
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
て
日
本
に
お
い
て
も
、
民
本
主
義
的
勢
力
の
後
退
と
国
家
主
義
者
の
拾
頭
の
一
因
が
形
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
中
国
で
は
、
日
使
細
筆
事
件
に
よ
り
湧
き
お
こ
っ
た
反
日
愛
国
運
動
の
気
運
を
背
祭
に
、
五
月
四
日
の
罪
質
が
な
さ
れ
た
。

　
　
「
山
東
問
題
に
関
し
て
、
旨
本
の
最
近
の
行
動
は
と
り
わ
け
中
国
人
民
を
完
全
に
失
望
さ
せ
て
い
る
。
中
国
人
は
、
日
本
の
伝
統
的
政
策
に
関
し
、
こ
れ
を
極

　
力
支
持
し
弁
護
し
て
い
る
の
は
貴
族
と
軍
閥
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
平
民
の
政
治
家
の
意
見
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
よ
う
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
日
本
に
第
一
次
の
政
党
内
閣
が
成
立
し
て
も
、
そ
の
対
華
方
針
は
や
は
り
伝
統
的
政
策
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
も
最
近
の
各
政
党
お
よ
び
旧
聞

　
が
山
東
問
題
に
つ
い
て
発
表
し
た
意
見
は
、
ど
れ
を
み
て
も
伝
統
的
政
策
を
弁
護
し
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
中
国
国
民
は
、
日
本
の
大
多
数
の
国

　
民
は
ひ
と
し
く
伝
統
的
外
交
政
策
の
擁
護
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
中
国
の
存
在
と
国
民
の
利
益
を
維
持
す
る
た
め
に
、
排
日
行
為
は
つ
い
に
全
く
不

96 （928）



パリ講和会議と日本・中国（藤本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
可
避
の
事
実
と
な
っ
た
。
目
前
に
ど
の
よ
う
な
危
険
が
あ
ろ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
だ
。
」

　
こ
う
し
て
人
々
は
自
ら
が
立
ち
あ
が
ら
ね
ば
．
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
中
で
、
胡
適
と
李
三
思
の
「
問
題
と
主
義
」

論
争
が
展
開
さ
れ
、
前
者
の
新
文
化
運
動
統
一
戦
線
か
ら
の
後
退
と
後
者
の
共
産
主
義
へ
の
一
層
の
接
近
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
日
本
と
中
国
と
の
問
の
溝
が
、
更
に
深
く
広
く
な
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
松
尾
忍
辱
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
吉
野

作
造
の
、
こ
れ
を
埋
め
よ
う
と
す
る
努
力
は
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
基
本
的
に
両
国
が
自
覚
し
て
、
相
異
っ
た
道
を
歩
み
始
め
た

の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
努
力
も
破
署
す
べ
き
運
命
を
免
れ
な
い
。
こ
う
し
て
問
題
は
再
び
双
方
の
国
内
へ
と
も
ど
る
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
パ
リ
講
和
会
議
以
後
の
世
界
史
は
、
後
進
帝
国
主
義
国
か
ら
の
抑
圧
に
対
す
る
反
磁
と
、
革
命
勢
力
の
反
革
命
に
対
す
る

抵
抗
と
を
一
つ
の
大
き
な
動
機
と
し
て
動
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
①
三
谷
太
一
郎
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
』
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
九
年
）
　
　
一
五
頁
。

　
　
一
四
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③
「
民
本
主
義
者
と
五
・
四
運
動
」
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
研
究
』
（
前
掲
）
所

　
②
　
　
「
張
継
何
天
燗
載
傳
賢
告
日
本
国
民
書
」
『
青
島
潮
』
（
前
掲
）
所
収
。
小
島
晋
　
　
　
　
　
収
。

　
　
治
ら
『
中
国
人
の
日
本
人
観
目
O
O
年
史
』
（
自
由
国
民
社
、
一
九
七
四
年
）
＝
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
大
阪
市
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Achievements．　ofσ槻xdn顧実汗through　the
　　　　　　　　　　　　　　Russian　Archives

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　Wakamatsu

　　It　was　in　1637　that　O欝ゴκ四顧実汗of　Oyirad，　after　the　military
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ
exPedition　to　Kδlee％δγ青海湖量n　1636，　aRnihilated　the　troops　of　Cortu

σoフ¢g匁吻’i．Starting　with　this　victory　he　pacified　the　whole　of　Tibet

and　at　last　became　the　king　of　Tibet　in　1642，　which　process　has　been

relatively　well　known　to　us．．　But　hitherto　few　studies　have　been

made　on　the　early　part　of　h圭s　life　in　his　homeland　Jungaria．　In　this

art圭cle，　using　the　Russian　Archives，　we　try　to　throw　light　upon　the

obscure　part　of　his　life．

　　In　that　Archives　we　can　find　some　of　his　figures．　For　exampie，　in

1630，he　pursued　an　enemy　from　the　foot　of　the　Tarbaratai，　where

h量sheadquarter　was　situated，　to　Xara　xum　on　the　upper　stream　of　the

Enba，　and　in　1634，　participated　in　the　military　expedition　to　Kazax．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ
The　battle　against　Cortu　go％吻，ガ’i　is　also　recorded　in　the　Arch三ves．

Moreover　we　have　found　in　the　same　records　on　his　elder　brother

Bayibaras，　who　seems　to　have　been　killed　towards　the　end　of　1620s。

According　to　these　records，　Gdinji　xatun，　Bのyibaras’w圭dow，　was　remar－

ried　with　Gtigi短％。　After　G窃Si　xdn　succeeded　his　late　brother　Bのyiba－

ras　as　Oyirad廊％and　moved　to　T圭bet，　she　remained　in　their　home

country　and，　eRjoying　the　confidence　of　a11αソimd，　kept　it　we玉l　during

her　husband’s　absence．

Paris　Peace　Conference，　Japan　and　China

　　　　　“the　racial　equality　problem”　and　the

　　　　　Japanese　iMinister’s　threat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Hiro’o　Fujimoto

　　Just　before　Paris　Peace　ConfereRce，　the　progressive　intelligentsia

both　in　Japan　and　Chima　praised　Wilsonianism　overlapping　it　with　their

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（985）



own　democratlc　movements．　But　Japanese　M2nistry　of　Foreign　Affairs，

in　order　to　satisfy　her　irnperialistic　ambition　toward　China，　continued

to　threaten　Wai　Chao　Pu　（Chinese　Oflice　of　Foreign　Affairs）　on　the

one　hand　and　intended　to　suppress　the　advanced　imperialist　Powers　ef

Europe　and　America　under　the　pretext　of　the　racial　equality　on　the

other．

　　Though　the　Japanese　Democrats　（Mimponshuglsha）　criticized　it，　na－

tionalists　and　bourgeois　papers　supported　the　racial　equality　article．

When　it　was　omitted　from　the　Covenant　of　the　League　of　Nations，　the

tendency　toward．　the　internat20nal　cooperat圭on　in　the　publ呈。　opinion　of

Japan　faded　away　and　Asian　Monroe　Doctrine　xvas　asserted　loudly．

　　In　China，　people　entertalned　great　expectations　of　Wilsonianism　and

the　optimistic　air　covered　their　minds　for　a　time，　but　the　unchanged

diplomacy　of　Japan，　which　was　one　of　the　Five　Powers，　especially

Minister　Obata’s　threat，血ade　them　recognize　that　the　worlδafter　the

war　should　also　be　the　place　of　power　politics　as　ever．　Through　this

recognition　the　progressive　intelligentsia　in　China　approached　to　cem－

munism　still　more．

　　Thus　Japan　and　China　began　to　walk　apart　decisively．

（984）




